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第１章 地域福祉の考え方 
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第１章 地域福祉の考え方 

 

１ 地域福祉が必要となっている背景                    

  人口減少や核家族化が進む中で、本市においても高齢世帯や単身世帯が増加し

ており、孤独・孤立問題の深刻化が懸念されています。こうした状況の中、介護

が必要な高齢者同士で暮らす老老介護、高齢者や障がい者などへの家庭内での虐

待、若年世代のケア負担が増加するヤングケアラーや子どもの貧困など、福祉分

野の課題は複雑化・複合化しています。 

  また、地域コミュニティのつながりが希薄化し、住民相互の支え合いの機能が

弱まっています。特に、災害時の避難行動支援や犯罪被害者支援、再犯防止の取

り組みなどは行政による支援だけでは限界があり、幅広い関係機関が地域住民と

連携し、行政とともに取り組む体制が求められています。 

  国においては、障がい者、高齢者、生活困窮者、子育て世代など、あらゆる人々

が相互に支え合い、地域の中で安心して暮らすことができる「地域共生社会」の

実現を目指し、各施策が展開されています。 

  こうした状況を踏まえ、市民、地域、行政のそれぞれの役割を明らかにしたう

えで、それぞれが協働・連携し、包括的な支援体制をさらに充実させるため「第

三次天童市地域福祉計画」を策定するものです。  
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複雑化・複合化した課題 

 

地域に暮らすみんなで支え合い、助け合いを行う仕組みづくり 

～誰もが役割を持てる地域共生社会の実現～ 

 

 
市  民 

 

町内会・自治会 

社会福祉協議会 

民生委員・児童

委員 

福祉推進員 

NPO、事業者等 

 

地域の課題 
 

行  政 

地域福祉の充実・包括的な支援体制の充実 

２ 地域福祉のイメージ                             

 
 高齢化、核家族化、ライフスタイルの変化 

 
 
 

地域住民相互のつながりの希薄化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                         

 

 
 
 

 
 

高齢化 

少子化 

障がい 

自殺  
孤独・孤立 

虐待等 

生きづらさ 

再犯防止 

ダブルケア 

ヤングケアラー 

ひきこもり 

いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らしたい  
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【参考】 
 

社会福祉法 

(地域福祉の推進) 

第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参

加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活

動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必

要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、

文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉

の推進に努めなければならない。 

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当てっては、福祉サービスを必要とする地域

住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状

態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の

防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービス

を必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とす

る地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保され

る上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の

解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等に

よりその解決を図るよう特に留意するものとする。 

 

（市町村地域福祉計画） 

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体

的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるも

のとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、

共通して取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関す

る事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あら

かじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表す

るよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析

及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地

域福祉計画を変更するものとする。 
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第２章 計画の策定に当たって 
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第２章 計画の策定に当たって 

 

１ 計画の目的                                      

社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に基づく「地域福祉計画」は、誰もが

住みなれた地域で、助け合いや支え合いにより安心して暮らせるよう、地域の一

人ひとりが地域福祉の推進を目指していく計画です。本市では「第二次天童市地

域福祉計画」を平成３０年に策定し、「心がふれあい かよいあい 安心して 豊

かに暮らせるまち」を基本理念として、地域福祉の推進を図ってきました。 

現行計画が令和６年度に計画期間の最終年度を迎えたことから、国や県の動向

等を踏まえて、次期計画を策定するものです。 

 

 

２ 計画の位置付け                                   

天童市地域福祉計画は、天童市総合計画を踏まえ、天童市障がい者プラン、天

童市高齢者福祉計画・天童市介護保険事業計画、天童市子ども・子育て支援事業

計画、健康てんどう２１行動計画、いのち支える天童市自殺対策計画及び天童市

再犯防止推進計画の上位計画として位置付けます。 

また、この計画は、基本理念に基づいて個別計画が相互につながり、それぞれ

の施策が効果的に実施されるための潤滑油の役割を果たすものです。この計画の

目標値の達成などに係る施策の推進については、個別計画において実施していく

ことが基本となります。 

 
  



- 7 - 
 

 
天童市地域福祉計画 
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３ 計画の期間                                      

この計画は、令和７年度から令和１４年度までの８年間を計画の期間とします。

なお、計画の中間年度（令和１０年度）に見直しを行うとともに、社会経済情勢

の急激な変化があった場合には、随時見直しを行うこととします。 

         

年  度 
R7 

(2025)

R8 

(2026)

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

R13 

(2031) 

R14 

(2032) 

         

天童市総合計画         

         

         

天童市地域福祉計画         

         

         

天童市障がい者プラン         

         

天童市高齢者福祉計画・ 

天童市介護保険事業計画 

        

      △  

        

         

天童市子ども・子育て支援 

事業計画 
○ ○ ○ 

  △ △ △ 

         

         

健康てんどう２１行動計画         

         

         

いのち支える天童市自殺 

対策計画 
 

 
    

 
 

         

         

天童市再犯防止推進計画         

         

 

第４次 

   

 

第９期    第１０期     第１１期 

第三次 

第２期 

第５次 

第三次  

第３期 

第一次 第二次 

第八次 

第四期 第三期 
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４ 策定の方法                                  

地域福祉にかかわる「検討会議」及び「策定委員会」を組織・開催し、各委員の

立場・視点からの意見を計画案に反映しました。 

 また、市民アンケートの実施、市民懇談会による各種団体等との意見交換及びパ

ブリックコメントの実施により、市民からの意見を反映しながら本計画を策定しま

した。 

 

１ 策定体制 

(1) 検討会議の設置 

関係課等及び社会福祉協議会の専門的な知識を持つ職員で構成する検討会

議を設置しました。 

(2) 策定委員会の設置 

地域福祉計画を策定するため、関係課等の長で組織し、健康福祉部長を座長

とする策定委員会を設置しました。 

 

２ 市民等の意見反映 

(1) 市民アンケートの実施 

地域福祉に対する市民の意識を把握するため、１８歳以上の市民２,０００

人を対象としてアンケート調査を実施しました。 

(2) 市民懇談会の設置 

社会福祉協議会、福祉関係団体、保健・医療団体、学識経験者等で構成する

市民懇談会を設置しました。 

(3) パブリックコメント 

市報等で事前に周知したうえで、市ホームページ及び市社会福祉課窓口にお

いて市民から意見を募集しました。 
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地域福祉計画策定検討会議 

各課の専門的な知識をもった職員によ

り構成し、計画の素案づくりを推進する。 

 
天童市社会 

福祉協議会 

市民参加 

１ 市民アンケート 
市内の満１８歳以上

2,000 人を対象とし

て実施し、地域福祉に

関する市民の意識を

調査する。 

地域福祉計画策定委員会 

計画案の審議及び決定 

事務局（市社会福祉課） 

各組織の調整等 

３ パブリックコメント 
市ホームページ及び

市社会福祉課窓口にお

いて、市民から意見を

募集する。 

２ 市民懇談会 
福祉に関係する様々

な団体の長や知識経験

を有する者などにより構

成。 

計画策定の体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

連携 

意見 計画案 

意見 計画案 
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５ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進                         

この計画は、平成２７年の国連サミットで採択された「ＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）」の理念を共有し、各施策の推進によりＳＤＧｓの達成に貢献していきます。 

本計画では、地域福祉と特に関連が深い理念に沿いながら、ＳＤＧｓの目標達成

期限である２０３０年まで、持続可能な地域福祉の仕組みを構築します。 
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第３章 現状と課題 
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21,618 22,494 22,892 23,218

2.87

2.75 2.66 2.58

1

1.5

2

2.5

3

10,000

15,000

20,000

25,000

H29 R2 R5 R7

世帯数 人数／世帯数

第３章 現状と課題 

 

１ 現状と課題の整理                                 

 

(1) 人口と世帯数の状況 

 

ア 本市の人口、世帯数の推移 

本市の人口は減少傾向にあり、令和７年は５９，８９２人となっています。

また、世帯数は年々増加しており、1 世帯当たりの人数が年々少なくなって

います。 

（各年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：住民基本台帳人口） 

 

（各年３月３１日現在） 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：住民基本台帳人口） 

世帯数と１世帯当たりの人数 

62,034 61,920 60,810 59,892
40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

H29 R2 R5 R7

人口人口の推移 （人） 

（世帯） （人） 
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天童南部 天童中部 天童北部 成 生 蔵 増 寺 津 津 山 田麦野 山 口 高 擶 長 岡 干 布 荒 谷

人口（人） 9,281 11,330 6,759 4,467 3,096 1,380 3,684 131 2,968 5,152 7,041 2,761 1,842

世帯数（世帯） 3,590 4,814 2,612 1,668 1,077 462 1,434 67 1008 1,742 3,102 944 698

人数／世帯数（人） 2.59 2.35 2.59 2.68 2.87 2.99 2.57 1.96 2.94 2.96 2.27 2.92 2.64

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

人口（人） 世帯数（世帯） 人数／世帯数（人）

イ 各地域の人口、世帯数 

各地域の人口は、市全体の人口５９，８９２人のうち、天童中部地域が

１１，３３０人で最も多く、約１９パーセントを占めています。また、1 世

帯当たりの人数は、寺津地域が２．９９人で最も多くなっています。 

 
（令和７年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：住民基本台帳人口） 

 

 

  

世帯数と１世帯当たりの人数 

（人・世帯） （人） 
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H29 R2 R5 R7

65歳以上（人） 17,573 18,482 18,788 18,813

65歳以上／総人口（％） 28.3 29.8 30.9 31.4

20

30

40

16,000

17,000

18,000

19,000

65歳以上（人） 65歳以上／総人口（％）

(2) 高齢者を取り巻く状況 
 

ア 高齢者人口の推移 

満６５歳以上の人口の割合（高齢化率）は、平成２９年は２８．３パーセ

ントでしたが、令和７年は３１．４パーセントに達しており、高齢化が進ん

でいます。 

（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 （資料：天童市「保健と福祉」） 

 

【参考】 

「令和７年版高齢社会白書」によると、日本の総人口は減少を続ける一方、６５

歳以上の高齢者人口は増加しており、令和６年時点で高齢化率は２９．３％に達し

ています。令和２７年には高齢者人口が約３，９４５万人でピークを迎え、その後

減少するものの、令和５２年には高齢化率が３８．７％となり、国民の２．６人に

1 人が６５歳以上になると予測されています。 

山形県でも同様に高齢化が進み、令和５年の高齢化率は３５．２％でしたが、令

和３２年には４４．３％となり、２．３人に１人が高齢者になると推計されていま

す。 

 

 

 

 

 

  

高齢者人口の推移 

（人） （％） 
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932

875

791

677

1,437

1,419

1,295 

1,254 

0 500 1000 1500 2000 2500

R7

R5

R2

H29

男性 女性

イ 一人暮らし高齢者数の推移 

６５歳以上の一人暮らしの高齢者の数は、平成２９年には１，９３１人で

したが、令和７年には２，３６９人と約１．２倍に増加しています。 

 
（各年４月１日現在（施設入所者数を除く）） 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料：天童市「保健と福祉」） 

 

  

年 男性（人） 女性（人） 総数（人） 

H29 677 1,254 １，９３１ 

R2 ７９１ 1,295 2,086 

R5 875 1,419 2,294 

R7 932 1,437 2,369 

一人暮らし高齢者数の推移 

（人） 
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H29 要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

ウ 要介護※１及び要支援※２の認定者数 

平成２９年と令和７年の認定者数を比較すると、要支援１から要介護５ま

で、全ての区分で認定者数が増加しています。また、介護認定率※３は、平成

２９年は１４．６パーセントでしたが、令和７年は１６．９パーセントと２．

３ポイント増加しています。 

（各年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 

要支援

１ 

（人） 

要支援

２ 

（人） 

要介護

１ 

（人） 

要介護

２ 

（人） 

要介護

３ 

（人） 

要介護

４ 

（人） 

要介護

５

（人） 

合計 
（人） 

介護認定率 
（％） 

Ｈ２９ １８８ ２３５ ５９０ ５１２ ４２０ ３３８ ２９８ ２，５８１ 14.6 

Ｒ２ ２１３ ２９８ ６６０ ６１５ ４４８ ３４２ ２９９ ２，８７５ 15.4 

Ｒ５ ２４７ ３７９ ６８５ ６３５ ４６２ ３７１ ３１５ ３，０９４ 16.5 

Ｒ７ ３１１ ３７３ ６２０ ６６５ ４９１ ４２１ ３０２ ３，１８３ 16.9 
介護度別 

の割合

（％） 
9.8 11.7 19.5 20.9 15.4 13.2 9.5 100.0 － 

（資料：市保険給付課） 

 

※１ 要介護 

    介護を必要とする状態を言い、程度に応じて要介護１～５までの５段階に

分かれています。数字が大きいほど介護が必要な状態です。介護保険から介

護給付を受けることができます。 

※２ 要支援  

    要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する状態を言い、要支援

１と２の２段階に分かれています。介護保険から予防給付を受けることがで

きます。 

 ※３ 介護認定率 満６５歳以上の方のうち、要介護認定を受けている方の割合。 

要介護及び要支援の認定者数の推移 

（人） 
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18歳未満人口 割合

3,094 3,099 2,824 2,494
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(3) 子どもを取り巻く状況 

 
ア 子どもの数の減少 

出生数の減少により、１８歳未満の人口が年々減少しています。また、総

人口に占める１８歳未満の人口の割合は、平成２９年には１５．９パーセン

トでしたが、令和７年には１５．１パーセントとなり、０．８ポイント減少

しています。 

（各年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：天童市「保健と福祉」） 

 

（各年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：天童市「保健と福祉」） 

子どもの数の推移 

子どもの数の内訳 

（人） 

（人） 

（％） 
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65歳以上人口

18歳未満人口

イ １８歳未満の人口と６５歳以上人口の推移 

１８歳未満の人口と６５歳以上の人口の推移を比較すると、平成１３年ま

では１８歳未満の人口が６５歳以上の人口を上回っていましたが、平成１４

年から逆転し、その差が年々広がっています。 

 

（各年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：天童市「保健と福祉」） 

  

１８歳未満の人口と 65 歳以上の人口の推移 
（人） 
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H29 R2 R5 R7

０歳児入所者数（人） 110 133 93 95

１歳児入所者数（人） 248 277 300 277

２歳児入所者数（人） 323 320 332 322

０歳児入所率（％） 20.9 27.9 23.8 29.9

１歳児入所率（％） 48.0 55.2 69.4 74.7

２歳児入所率（％） 62.5 58.3 73.3 78.5

0
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ウ 就学前教育・保育施設の状況 

少子化に伴い、０歳児から５歳児の就学前教育・保育施設への入所児童数

は減少していますが、入所率は平成２９年の６９．７パーセントから、令和

７年の８１．２パーセントへ１１．５ポイント増加しています。特に１歳児

は２６．７ポイントと大幅に増加しています。 

（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：天童市「保健と福祉」・市子育て支援課） 

項  目 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

Ｈ２９ 

人口（人） ５２６ ５１７ ５１７ ５０３ ５４１ ４９０ ３，０９４ 

入所児童数（人） １１０ ２４８ ３２３ ４７３ ５２８ ４７３ ２，１５５ 

入所率（％） 20.9 48.0 62.5 94.0 97.6 96.5 69.7 

Ｒ７ 

人口（人） ３１８ ３７１ ４１０ ４４３ ４５８ ４９４ ２，４９４ 

入所児童数（人） ９５ ２７７ ３２２ ４２０ ４４０ ４７０ ２，０２４ 

入所率（％） 29.9 74.7 78.5 94.8 96.1 95.1 81.2 

０歳児から２歳児までの就学前教育・保育施設入所率の推移 

（％） （人） 
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H29 R2 R5 R7

小学生（人） 3,322 3,256 3,127 3,185

中学生（人） 1,634 1,601 1,640 1,556

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

小学生（人） 中学生（人）

エ 小学校及び中学校の状況 

小学校の児童数は減少しており、平成２９年は３，３２２人でしたが、令

和７年は３，１８５人と４．１パーセント減少しています。 

中学校の生徒数も減少しており、平成２９年は１，６３４人でしたが、令

和７年は１，５５６人と４．８パーセント減少しています。 

 

（各年５月１日現在） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：市学校教育課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生及び中学生人数の推移 
（人） 
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（各年５月１日現在） 

学校名等 

平成２９年 令和７年 

増減率 

（％） 

児童・ 

生徒数

（人） 

全体に占

める割合 

（％） 

児童・ 

生徒数

（人） 

全体に占

める割合 

（％） 

小 
 

 

学 
 

 

校 

天童南部 ５９６ 17.9 ５５３ 17.4 ▲7.2 

天童中部 ７５７ 22.8 ６４９ 20.4 ▲14.3 

天童北部 ４３７ 13.2 ３６１ 11.3 ▲17.4 

成  生 ２２２ 6.7 ２０８ 6.5 ▲6.3 

蔵  増 １２５ 3.8 １５４ 4.8 23.2 

寺  津 ７７ 2.3 ６６ 2.0 ▲14.3 

津  山 １４０ 4.2 ９１ 2.9 ▲35.0 

山  口 １５０ 4.5 １１０ 3.5 ▲26.7 

高  擶 ２０６ 6.2 ４４０ 13.8 113.6 

長  岡 ３７７ 11.4 ３３６ 10.5 ▲10.9 

干  布 １３４ 4.0 １４５ 4.6 8.2 

荒  谷 １０１ 3.0 ７２ 2.3 ▲28.8 

合 計 ３，３２２ 100.0 ３，１８５ 100.0 ▲4.1 

中 

学 

校 

第 一 中 ４８９ 29.9 ４８０ 30.8 ▲1.8 

第 二 中 ３５４ 21.7 ２９８ 19.2 ▲15.8 

第 三 中 ４２０ 25.7 ４１３ 26.5 ▲1.7 

第 四 中 ３７１ 22.7 ３６５ 23.5 ▲1.6 

合 計 １，６３４ 100.0 １，５５６ 100.0 ▲4.8 

（資料：市学校教育課） 
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(4) 障がいのある人の状況 

 
ア 身体障害者手帳等の交付の推移 

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付について、

平成２９年と令和７年を比較すると、身体障害者手帳は減少していますが、

療育手帳及び精神障害手帳は増加しており、特に精神障害保健福祉手帳は 

１．５倍になっています。 

（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：天童市「保健と福祉」） 

(ｱ) 身体障害者手帳の交付 

身体障害者手帳の等級別の人数は、１級が７３３人で最も多くなってい

ます。また、部位別では、肢体が１，４３３人と全体の５４．８パーセン

トを占めています。 

（令和７年４月１日現在） 

部 位 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計（人） 割合（％） 

視 覚(人) ３６ ４４ ４ １ １８ １ １０４ 4.1 

聴覚・平衡(人) ２５ ２８ １７ ８４ １ ７９ ２３４ 8.9 

音声・言語(人) ０ ２ １１ ６ ― ― １９ 0.7 

肢 体(人) １８４ １８６ ２１３ ４２５ ３１４ １１１ １，４３３ 54.8 

内 部(人) ４８８ ８ １１２ ２１６ ― ― ８２４ 31.5 

合 計(人) ７３３ ２６８ ３５７ ７３２ ３３３ １９１ ２，６１４ 100.0 

割 合(％) 28.1 10.2 13.6 28.0 12.8 7.3 100.0 ― 

（資料：天童市「保健と福祉」） 

 Ｈ２９ Ｒ２ Ｒ５ Ｒ７ 

身体障害者手帳（人） ２，７９７ ２，６６７ ２，５４４ ２，６１４ 

療育手帳（人） ３６８ ４００ ４３９ ４９０ 

精神障害保健福祉手帳（人） ２４０ ２９９ ３４０ ３６１ 

合計（人） ３，４０５ ３，３６６ ３，３２３ ３，４６５ 

手帳交付の推移 （人） 
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(ｲ) 療育手帳の交付 

療育手帳の交付は、Ｂ判定（軽度）が全体の７０．２パーセントを占め

ています。また、年齢別では１８歳以上の割合が７６．３パーセントとな

っています。 

 

（令和７年４月１日現在） 

年 齢 Ａ（重度） Ｂ（軽度） 合計 割合（％） 

０歳～１７歳（人） ３０ ８６ １１６ 23.7 

１８歳以上（人） １１６ ２５８ ３７４ 76.3 

合 計（人） １４６ ３４４ ４９０ 100.0 

割 合（％） 29.8 70.2 100.0 ― 

（資料：天童市「保健と福祉」） 

 

(ｳ) 精神障害者保健福祉手帳の交付 

精神障害者保健福祉手帳の交付は、２級の所持者の割合が全体の約

４９．０パーセントと最も多くなっています。 

 

（令和７年４月１日現在） 

等級 １級 ２級 ３級 合計 

人 数（人） ４７ １７７ １３７ ３６１ 

割 合（％） 13.0 49.0 38.0 100.0 

（資料：天童市「保健と福祉」） 
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H29 R3 R5 R7

被保護世帯数（世帯） 229 318 311 293

被保護実人数（人） 273 382 369 347

保護率（％） 0.46 0.62 0.61 0.58

0.4
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0.7
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400

被保護世帯数（世帯） 被保護実人数（人） 保護率（％）

(5) 生活保護などの状況 
 

ア 生活保護の推移 

新型コロナウイルス等の影響が大きかった令和３年をピークに、被保護世

帯数、被保護実人数及び保護率※が減少に転じました。 

 

（各年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：天童市「保健と福祉」） 

 

※ 保護率 人口に占める被保護実人数の割合 
 

 
 
 

 

  

生活保護の世帯と人員の推移 

（人） （％） 
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H29 R2 R5 R7

準要保護児童数（小学生・人） 177 212 190 162

準要保護生徒数（中学生・人） 106 125 130 121

準要保護率（小学生・％） 5.3 6.5 6.0 5.1

準要保護率（中学生・％） 6.3 7.8 8.0 7.7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

50

100

150

200

250

準要保護児童数（小学生・人）

準要保護生徒数（中学生・人）

準要保護率（小学生・％）

準要保護率（中学生・％）

イ 準要保護児童生徒の割合の推移 

全児童生徒に占める準要保護児童生徒※の割合（準要保護率）は、小学生は

令和２年の６．５パーセントをピークに減少傾向にありますが、中学生は令

和２年の７．８パーセントからほぼ横ばいで推移しています。 

 

（各年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：市教育総務課） 

 

※ 準要保護児童生徒 

経済的な理由によって就学が困難であると認められ、就学費用の援助を受けて

いる児童生徒のこと（ただし、生活保護世帯を除く。）。 

 

  

準要保護児童生徒数及び準要保護率の推移 
（人） （％） 
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保険給付費 １人当たりの医療費

(6) 健康を取り巻く状況 
 

ア 国民健康保険の被保険者数等の推移 

国民健康保険の被保険者数は減少傾向にあります。保険給付費は減少して

いますが、1 人当たりの医療費は年々増加しており、平成２９年の３３万２

千円から令和７年の４１万４千円へと１．２４倍に増加しています。医療の

高度化等による医療単価の増加が要因と考えられます。 

 

（各年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：市保険給付課） 

 

（各年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：市保険給付課） 

 

保険給付費及び 1 人当たりの医療費の推移 

被保険者数の推移 （人） 

（百万円） （千円） 
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特定健康診査 胃がん検診 大腸がん検診 肺がん等検診 子宮がん検診 乳がん検診

H29 4,630 5,597 8,456 8,992 3,607 2,815

R2 4,632 5,377 8,496 9,255 3,437 2,712

R5 4,278 4,718 8,365 9,037 2,847 2,676

R7 4,113 4,644 8,480 9,069 2,717 2,629

0
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イ 健康診査などの受診状況 

受診者数を平成２９年と令和７年で比較すると、特定健康診査、胃がん検

診及び子宮がん検診の受診者が減少しており、そのほかの検診はほぼ横ばい

で推移しています。 

（各年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：天童市「保健と福祉」・市保険給付課） 

 

※ 特定健康診査は、国民健康保険分のみであり、法定報告から抜粋しています。 

※ 地域保健・健康増進事業報告において、平成２９年から胃がん検診に胃内視鏡

検査人数を含む報告となっています。 

※ 乳がん検診は、山形県健康診査実施要領に基づき、２年に１回の受診としてい

ます。 

 
  

健康診査などの受診者数 
（人） 
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(７) 災害時個別避難計画の状況 
 

避難行動要支援者※（以下「要支援者」という。）は、令和５年と令和７年に大

幅に減少しています。これは、高齢者の対象年齢を令和５年に６５歳から７０歳

へ、令和７年に７５歳以上に引き上げたことが要因です。また、令和７年におけ

る個別避難計画の作成率は、１５．８パーセントです。 

（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 要支援者数（人） 
個別避難計画  

作成者数 （人） 

個別避難計画  

作成率 （％） 

R2 ８，９０７ １，５３０ 17.2 

R3 ９，０４０ １，５４３ 17.1 

R4 ９，２５３ １，５６３ 16.9 

R5 ８，７７５ １，３８４ 15.8 

R6 ８，４３６ １，３６７ 16.2 

R7 ７，９４８ １，２５４ 15.8 

（資料：市危機管理室） 

※ 避難行動要支援者 

災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に、高齢や障がい等の

理由から、自ら避難することが困難であり、円滑かつ迅速な避難のために特に支

援を必要とする方です。 

 

（人） （％） 
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第４章 計画の基本理念と基本目標 
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第４章 計画の基本理念と基本目標 

 

１ 基本理念                                    

 
 

「心がふれあい かよいあい 安心して 豊かに暮らせるまち」 

 
 
 地域には様々な支援を必要とする多様な人々が暮らしており、その課題を解決す

るためには、市民、地域、行政が互いに助け合い、協力して取り組むことが重要で

す。住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現するためには、住民同士が支え

合い、心を通わせながら、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、地域全体で助け合

える仕組みが求められています。 

 子ども、障がいのある人、高齢者などすべての人がつながり、「地域共生社会」の

実現に向けた取組を進めるため、「心がふれあい かよいあい 安心して 豊かに

暮らせるまち」を基本理念として定めます。 

 
 
  

- 24 - 
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２ 基本目標                                    

地域福祉の充実や「地域共生社会」の実現を目指すため、基本理念に基づき、次

の３つの基本目標を掲げます。 

  
基本目標１ みんなが地域や福祉に関心をもてるまち 

 
地域福祉を推進するためには、市民一人ひとりが人権を尊重し、住み慣れた地域

で互いに支え合い、助け合える環境を作ることが重要です。それぞれの立場で地域

福祉への理解を深めながら、できることを自ら実践することが求められます。 

また、地域のつながりを保つためには、地域活動への参加や地域福祉を支える担

い手の育成が欠かせません。みんなが地域や福祉に関心をもつことが重要です。 

 
  

基本目標２ みんなの力でともに支え合うまち 

 
人口減少や核家族化、地域コミュニティの希薄化が進む中で、福祉課題が複雑化・

複合化しています。市民、地域、行政が相互に連携を深めながら、福祉サービスの

情報提供や相談体制などの充実が求められています。 

また、複数の分野にまたがる課題や、制度の狭間にある課題に対応するため、属

性や世代を問わない分野横断的・包括的な相談支援体制の整備が求められています。 

 
 

 

基本目標３ みんなが地域で安心して暮らせるまち 

 
誰もが安心して暮らせる住み良いまちをつくるため、住民同士が互いに協力し、

支え合う仕組みが必要です。孤独・孤立を防止し、必要としている人に必要な支援

を届けることができるよう、訪問支援や参加支援等の仕組みづくりを進めます。 

また、災害時に一人での避難が困難な人を支援するため、個別避難計画の作成に

努めるとともに平時における避難訓練の実施を促進し、支え合う仕組みを地域へ展

開します。 
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第５章 施策の展開 
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第５章 施策の展開 

 

１ 施策の体系                                   

 

 
  

 

取組 

１ 誰もが安心して暮らせる住み良いまちをつくります 

２ 誰にでも支援を届ける仕組みづくりを進めます 

３ 災害時に支え合う仕組みを地域へ展開します 

４ 健康づくりを推進し、健康寿命を延ばします 

 
取組 

１ 地域福祉を推進する体制を整備します 

２ 地域で子育てを応援します 

３ 地域で高齢者を見守ります 

４ 地域で障がいのある人を支援します 

５ 福祉サービスの情報を広めます 

６ 包括的な相談支援体制を整備します 

 

取組 

１ お互いに人権を尊重します 

２ 地域福祉に対する理解を深めます 

３ 地域活動に参加します 

４ 地域活動の担い手を育成します 

基本目標１ みんなが地域や福祉に関心をもてるまち 

基本目標３ みんなが地域で安心して暮らせるまち 

 

 

基本理念 

基本目標２ みんなの力でともに支え合うまち 
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２ 施策の展開                         

３つの基本目標を実現するため、様々な課題に対する施策を展開します。 

基本目標の個別の取組みごとに、市民、地域及び行政の役割を明らかにしたうえ

で、それぞれが協働し、連携しながら地域福祉を推進して、「地域共生社会」を実現

するための施策を展開します。 

 

地域共生社会のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（厚生労働省 地域共生社会のポータルサイトより） 
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１ 一人ひとりの市民が取り組んでいくこと（自助） 

地域福祉推進の主役である一人ひとりの市民は、福祉サービスの受け手のみ

でなく、担い手でもあることを認識し、自らできるものについては進んで行いま

す。 
 

～一人ひとりの市民に期待する役割～ 

地域福祉を推進していくためには、一人ひとりの市民が福祉に対する意識を高

め、地域社会を構成する一員として積極的に活動していくことが大切です。具体

的には、地域福祉における重要な担い手として、お互いに関心を持ちながら、地

域活動やボランティア活動等に参加することが期待されています。 

 
 

２ 個人的な仲間同士が助け合いながら取り組んでいくこと（互助） 
 

友人や近所、職場の仲間など、個人的なつながりを持つ者同士が支え合い、助

け合います。 
 

～仲間に期待する役割～ 

身近な仲間が困っているときには手を差し伸べ、助け合う関係を築くことが求

められます。お互いが困難を乗り越えるために協力し合うことで、人と人とのつ

ながりやコミュニティを強める効果も期待されます。 
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３ 地域で力を合わせて取り組んでいくこと（共助） 

 
地域を構成している町内会などの自治会、地域づくり委員会、地域社会福祉協

議会、民生委員・児童委員、福祉推進員、ボランティア、ＮＰＯ※などの福祉に関

係する団体や事業所などが力を合わせて、地域福祉を推進していきます。 

 

～地域に期待する役割～ 

(1) 自治会、地域づくり委員会などの役割 

町内会・自治会や地域づくり委員会等は、様々な地域課題の解決に向け、

地域住民の支え合いや助け合いを効果的に結びつける役割が期待されてい

ます。 

(2) 民生委員・児童委員の役割 

民生委員・児童委員は、福祉サービスに関する様々な地域課題に対して、

行政、社会福祉協議会及び関係機関等と連携し、地域住民に寄り添う「つな

ぎ役」としての役割が期待されています。 

(3) 福祉事業者の役割 

福祉サービスを提供する福祉事業者は、幅広い専門知識と物的・人的な資

源を保有しており、地域との積極的な連携が期待されています。 

(4) ＮＰＯ、ボランティア団体などの役割 

ＮＰＯやボランティア団体は、地域福祉の多様な担い手として、行政、社

会福祉協議会及び福祉事業者等と連携しながら、これまでの経験や知識・技

術を生かし、地域福祉の推進に取り組んでいくことが期待されています。 

 
※ ＮＰＯ 

特定非営利活動促進法に基づき、ボランティア活動などの市民活動の健全な

発展を促進することにより、公益の増進を図ることを目的として活動する団体

のこと。 
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４ 行政等が取り組んでいくこと（公助） 
 

地域福祉の向上に関する取組みには、市民生活に関係する幅広い行政分野の

関わりが必要です。福祉部門のみならず、その他の関係部門が連携して、地域福

祉を推進していきます。なお、介護保険制度などの制度化された相互扶助は、「公

助」に含めます。 

 

(1) 行政の役割 

行政には、市の福祉施策を総合的かつ効果的に推進する役割が求められて

います。そのため、福祉サービスに関する市民のニーズを十分に踏まえたう

えで、市民、社会福祉協議会、福祉関係団体、福祉事業者と相互に連携し、

「自助」、「互助・共助」の取組を支援しながら地域へ展開していくことが求

められます。 

 

(2) 市社会福祉協議会の役割 

社会福祉協議会は、社会福祉法において、地域福祉の推進を図ることを目

的とした団体として位置付けられており、市民の福祉の向上に対する積極的

な支援、福祉推進員の活動を通した地域活動や地域のボランティア活動の活

性化を促進するなどの役割が期待されています。 
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市民と地域と行政の相互連携のイメージ 
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基本目標１ みんなが地域や福祉に関心をもてるまち 

 

 

取組１   お互いに人権を尊重します 
 

 
１ 現状 

高齢化が進む中で要介護認定者が増加しています。また、身体障害者手帳所持者

は減少していますが、療育手帳所持者と精神障害保健福祉手帳所持者は増加して

います。 

市民アンケートにおいて、「日常生活自立支援事業※１」、「虐待防止」、「成年後見

人制度※２」の認知度は、あまり高くありませんでした。また、普段の生活において

は、「介護に関する不安」や「生活費などの経済的な不安」を抱えている人が多く

いました。 

 
【市民の声から】 

○身内に独身の身体障がい者がいるが、今後の生活が心配です。 

○夫婦二人暮らしで息子には頼れないので、今後の生活が心配です。  
 
※１ 日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力が不十分な人

が地域で自立した生活を送れるよう福祉サービス利用の援助を行う事業。 

※２ 成年後見制度 

   認知症や障がいにより法律行為が難しい人の保護や意思決定の支援する制度。 

 

２ 課題  

(1) 高齢者や障がいのある人の不安 

認知症や知的障がい等の理由から判断能力が不十分となり、自分で福祉サー

ビスを選択することや身の回りのことができないなど、日常生活に不安を抱え

ている人が増えています。  

 

(2) 虐待の防止と対応 

「高齢者虐待防止法」及び「障害者虐待防止法」に基づき、虐待を発見した人

は、市や関係機関へ速やかに通報するよう努めなければなりません。 
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(3) 成年後見制度 

認知症高齢者の増加に伴い、成年後見制度の果たす役割はますます重要なも

のとなっています。成年後見制度の認知度を高め、誰もが安心して暮らせる体

制を整えることが必要です。  

 
３ それぞれの取組  
 

自助 

 
○お互いに信頼関係を築きます。 

○思いやりの気持ちを持って人に接します。 

○権利擁護や成年後見制度に関する講演会等に参加し、制度への理解を深めま

す。 

○虐待を受けたと思われる人を発見したら、速やかに関係機関に通報します。 

 

互助・共助 

 

○話しやすい仲間づくりのために地域で交流を深め、お互いに相談に乗ります。 

○支援が必要な人を注意して見守ります。 

○積極的に声を掛け合い、仲間の変化に気付いて虐待を未然に防ぎます。 

〇認知症、生活困窮、孤立等から生じる異変や虐待に気づいた際は、行政、民

生委員・児童委員、社会福祉協議会及び地域包括支援センター等に連絡しま

す。 

 

公助 

 

○人権について気軽に相談できる体制を整えます。 

○人権や権利擁護の意識の高揚を図るため、啓発活動を行います。 

○虐待の通報があった場合は、関係機関と連携し迅速に対応します。 

○成年後見制度や日常生活自立支援事業等の周知を行い、活用及び体制の充実

を図ります。  

○地域福祉権利擁護事業※１や第三者評価制度※２の利用を推進します。 

 
※１ 地域福祉権利擁護事業 

   認知症や知的障がいなどで判断能力が不十分な人が自立した生活を送れるよ

う、福祉サービスの利用援助や金銭管理などを支援する事業。 

※２ 第三者評価制度 

福祉サービスの内容等を公正な第三者機関が専門的立場から評価する制度。 
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取組２   地域福祉に対する理解を深めます 
 

 
１ 現状 

高齢化と核家族化が進む中で、一人暮らしの高齢者世帯や高齢夫婦のみの世帯

が増加しています。 

市民アンケートの結果では、日常生活に不自由があったときに必要になるのは、

「見守りや声がけ」や「災害時の手助け」など、地域の支援を求める回答が多くあ

りました。また、現在住んでいる地域の将来像について、「医療や介護を適切に受

けられる」、「移動手段に困らない」、「犯罪が少ない」地域を望む回答が多くありま

した。 

 
【市民の声から】 

○地域福祉や福祉サービスの向上に向けて、さらに改善を進めていただけると 

嬉しいです。 

○地域で支援し合うことに反対はしませんが、まずは行政側が対応すべきだと 

 思います。 

 

 

２ 課題  

(1) 人々が支え合う重要性への理解 

   生活様式や価値観が多様化し、核家族化が進む中で、家庭間での意思疎通が

不十分になることが懸念されます。また、地域では隣近所であっても顔を合わ

せる機会が少なくなり、つながりや支え合いが希薄になっています。 

「地域共生社会」の実現のためには、一人ひとりの市民が、子ども、障がい

のある人、高齢者などの枠を越え、つながることができる地域を創っていく必

要があります。 

 

(2) 地域福祉への理解や関心の低下 

地域のつながりや支え合いが希薄になることで、地域福祉を支える担い手が

不足し、地域福祉活動の停滞や、理解度・関心度の低下が懸念されます。 

また、赤い羽根共同募金の実績は、全体として減少傾向にあり、福祉活動の

財源不足による地域福祉活動の停滞が懸念されます。 
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３ それぞれの取組  
 

自助 

 

○地域福祉やボランティア活動について理解を深め、関心を持ちます。 

○福祉を自分ごととして捉えます。 

○地域の見守り活動に積極的に参加します。 

 

互助・共助 
 

○地域いきいき講座などを活用し、地域福祉や共生社会について学びます。 

○日常生活で声を掛け合う地域づくりを進めます。 

〇地域全体でボランティア活動への理解と関心を高めます。 

〇地域で高齢者や障がいのある人、子育て家庭などを見守ります。 

 

公助 

 

○地域福祉や地域共生社会について学ぶ機会を提供します。 

○地域福祉の活動内容を積極的に情報発信します。 

○学校教育や生涯学習を通して、福祉意識の高揚を図ります。 

○市民の地域づくりへの参画を推進し、ボランティアやＮＰＯ活動を支援しま

す。 

○ＮＰＯ等多様な主体による福祉事業の人材確保のための仕組みづくりを進め

ます。 
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取組３   地域活動に参加します 
 

 
１ 現状 

市民アンケートでは、団体活動に「参加していない」と回答した人が全体の２６．

２パーセントを占めました。その理由については、４０代及び５０代は「仕事など

が忙しくて時間がないから」、２０代は「特に関心がない」という回答の割合が高

くなっています。また、高齢化に伴い、地域活動の役員の高齢化も課題となってい

ます。 

 
【市民の声から】 

○公民館で行っている行事等で顔見知りを増やし、何かあったときに頼めるよう

にしたいです。 

○現在は地域活動に参加していないが、今後参加したいと考えています。しかし、

どう参加したらよいかわかりません。 

 

 

２ 課題  

(1) 住民同士の交流の減少 

   住民同士の交流が少なくなり、地域のつながりが希薄になったことで、課題

を抱えたまま誰にも相談できずに過ごす人が増えています。このような状況を

少しでも減らせるよう、日頃から地域の人々が緩やかに交流する必要がありま

す。 

 
(2) 地域活動への参加者数の減少 

   高齢者の労働年齢の引き上げや核家族化が進む中で、地域活動へ参加する時

間を確保することが難しくなっており、地域活動への参加者数が減少していま

す。 

   また、ライフスタイルの多様化により地域活動への関心が低下し、地域住民

の交流が希薄になりました。地域活動の規模や開催数が縮小しており、参加し

たくてもその方法が分からない人や、きっかけがない人が少なからず存在して

います。 
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３ それぞれの取組  
 

自助 
 

○普段から仲間へ声を掛け合い、助け合える地域づくりを目指します。 

○地域活動に関心を持ち、積極的に参加します。 

 

互助・共助 

 

○地域の情報を積極的に発信します。 

○誰もが参加しやすい活動を通じて、人々のふれあいを大切にする地域行事を

実施します。 

 

公助 

 

○地域活動を推進する交流の場を増やします。 

○地域づくり委員会活動を支援します。 

  〇市民が参加する地域活動の情報をホームページやＳＮＳ、市報、公民館だよ

り等で広く周知します。 
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取組４   地域活動の担い手を育成します 

 

 

１ 現状 

市民懇談会では、「地域活動の縮小や住民同士のつながりが希薄化したことによ

り、地域の役員、民生委員・児童委員、福祉推進員など地域福祉に重要となる担い

手が不足している」との意見が出されました。 

市民アンケートでは、天童市社会福祉協議会、民生委員・児童委員、福祉推進員

の認知度について、名前を知っている割合は多いものの、これらの活動内容につい

ての理解が不十分でした。また、いずれにも相談したことがない人が９割近くとな

りました。 

 
【市民の声から】 

○民生委員や福祉推進委員のなり手がいないのも問題です。もっと認知度を高 

めて、地域に入り込みやすいよう、頼ってもらえるよう工夫すべきだと思い 

ます。 

 ○地域には福祉に詳しい人がたくさんいるのに、一部の人だけが大変そうです。 

 

 

２ 課題  

(1) 地域活動の担い手不足 

   高齢者の労働年齢の引き上げにより、地域福祉を支えるための個人の時間と

労力が不足しています。 

   また、地域のつながりが希薄になり、地域活動に参加したくても方法やきっ

かけがわからず、担い手となる貴重な人材が埋もれてしまっている可能性があ

ります。その結果、役割が一部の人に集中してしまい、負担が増加するという

課題があります。 

 
(2) 福祉団体や地域福祉を支える担い手への理解の不足 

   地域福祉を支える社会福祉協議会、民生委員・児童委員、福祉推進員の役割

は重要となっていますが、その認知度や相談先としての認識が低いままとなっ

ています。これにより民生委員・児童委員等の活動への理解が得られず、地域

福祉を支える方々の活動意欲の減退や心身の負担増加の要因となり、なり手不

足が顕在化しています。 
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３ それぞれの取組  
 

自助 
 

○自らの知識や経験、技術を地域活動に生かします。 

○一人ひとりが地域のためにできることに着実に取り組みます。 

  ○地域福祉の担い手の役割や活動を理解します。 

 

互助・共助 
 

○地域の行事や活動を通して、地域の人材を育成します。 

○各種団体が連携を深め、地域内のコミュニケーションを活性化し、地域の人

材を把握します。 

○地域活動の取組を広く人々に周知します。 

〇地域全体で担い手を支援します。 

 

公助 
 

○地域づくり委員会や各種団体の活動を支援し、地域におけるリーダーの発掘

と育成に努めます。 

○民生委員・児童委員や福祉推進員の活動をより支援し、地域のつなぎ役とし

ての存在を、市民や事業者に周知します。 
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基本目標２ みんなの力でともに支え合うまち 

 

 

取組１   地域福祉を推進する体制を整備します 

 

 

１ 現状 

地域福祉の充実を図るためには、市民が抱える不安や悩みを把握し、それに対し

て適切に対応する相談体制を確立することが重要です。 

市民アンケートでは、本市が福祉分野において、特に力を入れて取り組む必要が

ある施策として、「医療サービス体制の充実」、「移動手段の充実」、「身近な相談体

制の充実」への回答が多数となりました。 

 
【市民の声から】 

○地域で気軽に交流できる場を設けるとともに、身近に相談できる体制づくり 

 をお願いしたいです。 

○地域によっては、移動手段が限られている（又はない）所もあるので、体の

不自由な人、高齢者の人などが外に出かけやすい環境であるといいと思いま

す。 

 

２ 課題  

(1) ライフスタイルの多様化に伴う相談先の変化 

一人暮らしの高齢者や核家族が増加し、家族や地域とのつながりが希薄化し

ており、日常生活における困りごとを誰に相談したらよいのか分からない場合

があります。市民の身近な相談役として民生委員・児童委員や福祉推進員がい

ますが、連絡先が分からなかったり、自宅で相談することに不安を感じたりす

る人もいます。 

 
(2)  地域の利便性の確保 

   福祉サービスの利用や相談をしたくても、身近に相談できる人がいなかった

り、移動手段がなく行動に移せなかったりする人もいます。移動手段の充実を

図るとともに、市立公民館等の既存施設を活用し、「くらし」と「ふくし」を

総合的に捉え、各種事業を相互に連携させる仕組みが求められます。 
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３ それぞれの取組  
 

自助 
 

○一人で悩まず、民生委員・児童委員や相談機関に相談します。 

○地域にある交流拠点のイベントや講座に参加するよう努めます。 

 
互助・共助 

 
○地域の高齢者や障がいのある人などの見守りを行います。 

○困っている人がいたら、相談相手になります。 

○地域の困りごとは、みんなで解決するよう努力します。 

○地域社会福祉協議会の活動内容を充実します。 

○福祉推進員の活動を支援します。 

○福祉事業者や社会教育団体など、様々な分野と連携して地域づくりに貢献し

ます。 

 

公助 

 

〇社会福祉協議会や民生委員・児童委員の活動を支援します。 

○地域住民が交流し、お互いに相談ができる居場所として、各市立公民館や分

館など既存施設の活用を推進します。 

○移動手段の充実を図り、高齢者や障がいのある人も暮らしやすい社会づくり

に努めます。 
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取組２   地域で子育てを応援します 

 

 

１ 現状 

本市における子どもの数は年々減少している一方で、核家族及び共働き家庭が増

加しており、０歳児から２歳児までの児童の認可保育所等への入所率が上昇してい

ます。また、準要保護の小学生の数は減少傾向にありますが、準要保護の中学生の

数は横ばいで推移しています。 

市民アンケートでは、育児や子育てに関して不安がある人が一定数いました。ま

た、仕事が忙しく地域活動に参加できておらず、地域への愛着度も他の世代に比べ

ると低い結果でした。 

 
【市民の声から】 

○１８歳までの子ども医療費の無料化や、げんキッズ等の子育て支援センターが充実 

しているため、子育てしやすいです。 

○ひとり親家庭が安心して暮らせるようにしてほしいです。市社会福祉協議会やこど

も家庭センターで相談させていただきましたが、とても親身になってくれて、心が少

し軽くなったように思いました。本当にありがたかったです。 

 

２ 課題  

(1) 少子化・核家族化・地域コミュニティの希薄化の影響 

人口減少や核家族化が進む中で、地域コミュニティのつながりが希薄化する

など子育て世代を取り巻く環境も変化しており、子育てに不安や孤立感を感じ

る保護者が増えています。近所や町内会など地域でお互いに相談しやすい地域

づくりを心掛け、地域ぐるみで子育て世代を支援する意識の醸成が重要となり

ます。 

 

(2) 多様な相談体制 

ＰＴＡや子ども会育成会だけでなく、公共施設が主催するイベントや子育て

サークル等への参加をきっかけに、子育て世代同士や多世代との交流が生まれ

ます。相談しやすいコミュニティを形成するために、イベント等を実施する団

体の活動を支援するとともに、子育て支援センター等の活用を促し、子育て世

代が孤立しない環境が求められます。 
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３ それぞれの取組  
 

自助 
 

○子どもたちの規則正しい生活リズムづくりに取り組みます。 

○子育てサークルや子ども会育成会の活動に参加します。 

○地域行事や各種団体が開催する子育てイベントに参加します。 

 
互助・共助 

 

○子どもたちの声に耳を傾け、一緒に活動します。 

○仲間同士で声を掛け合い、地域の行事や活動に積極的に参加します。 

○地域ぐるみで子どもたちを見守り、子育てを応援する気運を高めます。 

○四季折々の伝統行事を次の世代に継承します。 

○子育てサロンなど子育て世代を対象としたイベントの開催に努め、仲間づく

りを支援します。 

 

 

公助 
 

○子どもの健全な育成を図るため、安心して子育てができる環境の整備を推進

します。 

○子育てに関する情報を提供し、気軽に悩みを相談できる体制を整備します。 

○保育を必要とする子どもたちの受け皿を確保します。 

○地域で子育て支援や交流活動を行う団体・サークルを支援します。 

〇児童虐待の未然防止と早期発見・早期対応に努め、要保護児童対策協議会を

開催し、関係機関との連携を図ります。 
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取組３   地域で高齢者を見守ります 

 

 

１ 現状 

市民アンケートでは、「自分や家族の健康に関する不安」や「介護に関する不安」

など、高齢者自身の今後の生活に関する不安や、家屋・土地の相続など経済的な不

安の声が多くありました。また、高齢者の世代では、「自分や家族の病気などの理

由」から地域活動に参加できないという回答が多くありました。 

 
【市民の声から】 

○高齢者が増えていく一方、外出などを行う手段がなく引きこもってしまう人 

も増えています。高齢者が好んで集まれるような施設や取り組みなどがもっ 

とあればいいと思います。 

○現役世代の就労期間が延長していることから、元気な高齢者の発掘や、一般

公募等で地域貢献できる人材確保を最優先すべきと思います。 

 
 
２ 課題  

(1) 高齢者のみ世帯等の増加と孤独・孤立化 

住民の高齢化や高齢者のみ世帯の増加を背景に、老々介護の問題や、除雪、

草刈り、ごみ捨て等の日常的な作業が困難な世帯が増加しています。民生委員・

児童委員、福祉推進員など関係団体が連携し、地域で安否確認や見守り、孤独・

孤立の防止を図るとともに、敬老会事業や老人クラブ、いきいきサロンなどの

活動を支援し、地域内でお互いに相談できる居場所づくりを進める必要があり

ます。 

 
(2) 高齢者の活躍の場の創出 

軽度の日常生活支援事業の推進を図る一方で、これらの事業に必要となる労

働力の確保や地域ボランティア等への協力も必要になります。シルバー人材セ

ンター、ＮＰＯ法人、市が連携し、高齢者が活躍できる場や雇用を創出し、高

齢者同士の支え合いの仕組みを強化する必要があります。 
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３ それぞれの取組 
 

自助 
 

○高齢者が自ら進んで地域の行事や活動に参加します。 

〇高齢者が培った経験や知識を活用し、地域活動に貢献します。 

 
互助・共助 

 
○配慮が必要な高齢者等へ日常的に声をかけ、見守りや安全確認を行いながら

孤独・孤立を防止します。 

〇高齢者の生きがいづくりのため、交流の場や世代間交流事業を積極的に実施

し、敬老会事業、老人クラブ、及びいきいきサロンの活動を推進します。 

 

公助 
 

○高齢者の地域活動への参加促進や学習機会の充実を図ります。 

○敬老会事業、老人クラブ、いきいきサロンの実施団体を支援します。 

○シルバー人材センターやＮＰＯ法人と連携し、高齢者の雇用や活躍の場を創

出します。 

○高齢者に対する相談体制やケアマネジメントを充実します。 

○介護予防事業を効果的に実施します。 
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取組４   地域で障がいのある人を支援します 

 

 
１ 現状 

近年、身体障害者手帳の交付数が減少する一方で、療育手帳及び精神障害保健福

祉手帳の交付数が増加しています。 

市民アンケートでは、障がいのある人に対する支援や取組への理解度が、高齢者

や子育て世代に比べて低いことが見受けられました。 

 
【市民の声から】 

○障がいを持った人が働くことのできる事業所が少ないように思います。障が 

いのある人の再就職も含めて支援してほしいです。 

○障がいのある人も利用できるように、公民館分館に車いすで使用できるトイ

レ（段差なし・手すり付）が欲しいので支援してほしいです。 

 

 

２ 課題  

(1) 障がいのある人への理解や支援の取組み 

障がいのある人が増加する一方で、地域活動の縮小や地域のつながりの希薄

化に伴い、障がいのある人と地域のつながりも薄れ、孤独・孤立の拡大が懸念

されます。 

障がいのある人が地域で安心して暮らしていくためには、一人ひとりの市民

が障がいについて正しく理解するとともに、障がいのある人に対する差別や偏

見をなくすことが大切です。 

 
(2) 障がいのある人の社会参画の支援 

障がいのある人の就労意欲は高く、福祉的就労にとらわれない多様な就業機

会の確保が求められています。令和８年６月までの障がい者の法定雇用率は、

民間企業が２．５％、国や地方公共団体が２．８％となっており、令和８年７

月以降はさらに引き上げられる予定です。 

また、障がいのある人がスポーツ・文化活動や生涯学習へ参加することで、

生活を豊かにするとともに、障がいのある人とない人との相互理解が深まり、

障がいのある人の社会参加の促進につながります。 
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３ それぞれの取組 
 

自助 
 

○障がいのある人と交流し、正しい理解に努めます。 

○障がいのある人へのボランティア活動に積極的に参加します。 

○障がいのある人が自ら進んで地域活動に参加します。 

 

互助・共助 
 

○障がいのある人との交流を通して、障がいへの理解を広めます。 

○地域社会福祉協議会などと連携を図りながら、障がいのある人を見守ります。 

 

公助 

 

○障がいのある人に対する正しい理解を深めるための啓発活動を行います。 

○障がいのある人に対する相談支援体制やケアマネジメントの充実を図ります。 

○障がいのある人の就労を支援します。 

〇「親亡き後」を見据えたグループホーム等の整備を推進します。 
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取組５   福祉サービスの情報を広めます 

 

 

１ 現状 

市民アンケートでは、福祉サービス情報の入手先として、「市または社会福祉協

議会の相談窓口や広報誌、ホームページなど」が約半数に達し、「新聞、テレビラ

ジオなどのマスコミ」、「家族・親戚」という回答が続きました。また、ＳＮＳやイ

ンターネットを活用して情報収集を行っているとの回答もありました。 

 
【市民の声から】 

○広報と情報提供の充実、さらに電話や特にＬＩＮＥの相談窓口が増えること 

を期待します。 

○一般市民はわからないことが多過ぎると思います。市報は全戸配布であるた

め、様々な情報を掲載してほしいです。 

 
 

２ 課題  

(1) 地域福祉に関する情報の発信 

   少子高齢化や核家族化が進み、高齢者だけの世帯や一人暮らしの家庭が増え

ています。こうした中、福祉サービスは多数存在しますが、住民の認知度が十

分ではありません。 

必要な人に必要な福祉サービスの情報が確実に届けるため、「分かりやすく、

いつでもどこでも入手できる」仕組みを整備することが必要です。 

  
(2) 情報発信の新たな試み 

   情報を取得する方法は日々多様化していることから、従来の情報提供手段に

限らず、インターネットやＳＮＳを有効活用することが求められます。 
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３ それぞれの取組 
 

自助 
 

○福祉に関する情報に関心を持ち、必要としている人に情報を提供します。 

○ＳＮＳやインターネットの利用方法を学びます。 

 

互助・共助 

 

○地域いきいき講座などを活用し、福祉サービスについて学習します。 

○それぞれが把握している福祉サービスについて、お互いに情報共有に努めま

す。 

 

公助 

 

○広報紙やホームページなどを活用し、分かりやすい情報を提供します。 

〇ＳＮＳなどの情報ツールを積極的に活用します。 

○福祉に関係する団体や高齢者、障がいのある人にも配慮し、福祉サービスに

関する情報を広く提供します。 

○各種福祉サービスのＤＸ※化に努めます。 

○福祉サービスの苦情を受け付ける窓口を明確にし、広く周知します。 

 
※ ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション） 

  単なるデジタル技術の導入にとどまらず、業務やサービス提供の方法を根本的

に変革すること。行政サービスの簡素化、利便性の向上、セキュリティの強化、

国・地方の連携推進などに活用すること。 
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取組６   包括的な相談支援体制を整備します 

 

 

１ 現状 

市民アンケートでは、不安や悩みを感じた時に家族、親戚、友人・知人などに相

談すると回答した人が多かった一方、市役所や民生委員・児童委員、福祉推進員に

相談すると回答した人は少ない状況でした。 

また、一人暮らしの高齢者や子育て中のひとり親世帯が増加し、地域のつながりが希

薄化しており、地域での支え合いが少ないと感じている人が４割程度いました。 

 
【市民の声から】 

○単身や高齢者世帯に関しては、年齢や障がいに関わらず、定期的に状況の 

 把握ができればいいと思います。声を上げられない人も多くいると感じま 

す。 

〇年齢や性別などに基づく偏見で、支援が必要な人が取りこぼされないよう 

にしてほしいです。 

 

 

２ 課題  

(1) 複雑化・複合化した課題や制度の狭間にある課題 

   ８０（９０）代の親が５０（６０）代の子の生活を支える問題（８０５０（９

０６０）問題）や、介護と子育てに同時に直面する「ダブルケア」、未成年者が

家族の介護やその他の日常生活上の世話を過度に行っている「ヤングケアラー」

などの課題が顕在化しています。制度の狭間にある課題等への対応として重層

的な支援体制の充実を図ることが必要です。 

 

(2) 重層的な支援体制の充実 

不安を抱える人が身近なところで、いつでも、だれでも、どんなことでも相

談することができるよう、属性や世代を問わず横断的・包括的な相談支援を展

開することが必要です。そのための人材育成や相談窓口の周知を図りながら、

関係機関と連携して一体的な支援を推進することが求められます。 
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３ それぞれの取組 
 

自助 
 

○困りごとや悩み事などは、一人で抱え込まずに、民生委員・児童委員や、市 

 の相談窓口、社会福祉協議会に気軽に相談します。 

○普段から市の広報紙等に目を通し、福祉サービスの制度や相談窓口を把握し 

ておきます。 

 

互助・共助 

 

○地域の中で困っている人がいるときは、各種相談窓口に相談するよう勧めま

す。  

○地域において民生委員・児童委員などを中心に、子ども、障がいのある人、

高齢者などを見守ります。 

○町内会や老人クラブ等による地域活動を通じて、相談できる機会や相談しや

すい体制をつくります。  

 

公助 
 

○属性や年代を問わずワンストップで相談を受けるために、市が設置している

保健・医療・福祉等各種窓口間の連携を強化して、相談体制を充実させます。  

〇複雑化・複合化した課題や、制度の狭間にある課題に対応するため、各支援

機関が相互に連携し、それぞれの分野で適切にサービスを提供します。 

〇重層的支援体制整備事業※を活用し、包括的な相談支援体制の確立を目指し

ます。 

 

※ 重層的支援体制整備事業 

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築

するため、市町村において属性を問わない「相談支援」、「参加支援」及び「地域

づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施する事業。 
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基本目標３ みんなが地域で安心して暮らせるまち 

 

 

取組１   誰もが安心して暮らせる住み良いまちをつくります 

 

 

１ 現状 

  市民アンケートでは、本市が「除雪の支援」や「地域住民が支えあう社会の仕組

みづくり」などについて特に力を入れて取り組む必要があると回答がありました。

さらに、刑務所や少年院を出た人が円滑に社会復帰できるような支援の在り方に

ついては、「地域の安全・安心のためにはある程度の支援が必要」と回答した人が

４割いましたが、一方で再犯防止の取組内容を理解している人は１割程度でした。 

 
【市民の声から】 

○「刑務所や少年院を出た人」はちょっと怖いと感じます。社会復帰へ向け 

 ての取組みは必要かもしれませんが、積極的にかかわるのに不安を感じま 

す。 

〇行政ができる支援には限度があると思いました。一般の人が出来ることに 

ついて検討することも必要だと思います。 

 

 

２ 課題  

(1) 暮らしやすいまちづくりの推進 

子ども、障がいのある人、高齢者等も含めて、全ての人が暮らしやすいまち

づくりが求められています。公共施設等へのユニバーサルデザインの採用、犯

罪の被害にあった人への配慮、罪を犯した人の社会復帰への理解など、住民同

士が互いに協力し、支え合う取組が必要です。 

 

(2) 複雑化・多様化した地域生活課題 

 社会的な背景やライフスタイルの変化により住民が抱える生活課題は多様化

しています。これらに柔軟に対応するためには、行政や住民だけでなく、民間

団体（民間企業、ＮＰＯ、地域団体等）と対等なパートナーとして連携し、地

域福祉の課題解決やサービスの向上を目指す取組（公私協働）を進める必要が

あります。 
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３ それぞれの取組 
 

自助 
 

○困っている人を見かけたら、進んで手伝います。 

○公共施設等で利用しにくい所があった場合、情報提供します。 

 

互助・共助 

 

○普段から近所同士で声をかけ合い、支援が必要な世帯への気配りを行います。  

○各種サービス利用について不安があれば一人で抱え込まず、互いに相談しま

す。 

 

公助 

 

○公共施設にユニバーサルデザインを導入します。 

○「こころのバリアフリー化」に関する周知や啓発を行い、意識の高揚を図り

ます。 

〇複雑化・多様化した地域生活課題に対応するため、住民や民間（民間企業、

ＮＰＯ、地域団体等）と協力し、地域福祉の課題解決や住民サービスの向上

を目指す公私協働を進めます。 
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取組２   誰にでも支援を届ける仕組みづくりを進めます 

 

 

１ 現状 

本市では令和３年をピークに、生活保護被保護世帯数、被保護実人数及び保護率

は減少しています。令和７年３月現在、全国平均の保護率は１．６パーセント、山

形県平均の保護率は０．７４パーセントであり、本市の０．５８パーセントは低い

結果となりました。 

一方で、市民アンケートでは、生活が困窮している人に対し、「自立に向けた相

談の支援」や「就労に向けた知識・技能の支援」が必要との回答が約６割ありまし

た。また、ひきこもりの人やその家族に対する支援については、「相談窓口の充実」

や「就職等の自立に向けた支援」が必要という回答が多くありました。 

 
【市民の声から】 

○年金ぐらしの身になると、年金だけでは生活できない現実があります。 

〇行政においても就職氷河期世代の就職への支援や機会を与えてほしいです。 

 

 

２ 課題  

(1) 生活困窮者への支援 

   不安定な非正規雇用で働く人が増え、失業や病気、家族の介護などをきっか

けに、生活に困窮する場合があります。生活困窮者の自立を支援するためには、

生活基盤となる就労と住居の確保が必要です。 

 

(2) 孤独・孤立への対策 

   何らかの支援が必要な状況にありながら、地域との関わりを拒否するなど、

必要な支援が届けられていない人がいます。民生委員・児童委員や、子ども、

高齢、障がい、生活困窮等の関係機関が連携し、アウトリーチ（訪問支援）※の

仕組の確立が求められます。 

 

※ アウトリーチ（訪問支援） 

支援が必要な人たちに対して、こちらから積極的に働きかける形で支援を届け

る活動。 
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３ それぞれの取組 
 

自助 
 

〇困りごとがあったら身近な人に相談します。 

〇定期的な外出を心がけ、健康維持や仲間づくりに努めます。 

 

互助・共助 

 

○近所の人が発しているＳＯＳに早期に気づき、支援機関につなげます。 

○日常生活自立支援事業や相談窓口について地域で周知を図ります。 

○地域食堂や地域カフェなど、地域で居場所づくりに努めます。 

 

公助 

 

○民生委員・児童委員、社会福祉協議会などと連携し、生活に困窮している人

やひきこもりの状態にある人の情報を把握し、適切な支援を行います。 

○生活困窮者一人一人の状況に応じて、自立に向けた居住支援や就労支援等を

推進します。 

○生活保護制度を適正に活用し、生活困窮者が自立した生活ができるよう支援

します。 

○ひきこもりの状態にある人と関わるための信頼関係を構築し、アウトリーチ

（訪問支援）等による支援を行います。 

〇地域の居場所づくりに関する取組を支援します。 
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取組３   災害時に支え合う仕組みを地域へ展開します 

 

 

１ 現状 

本市では避難行動要支援者（以下「要支援者」という。）の個別避難計画を作成

していますが、作成率※１は１４．７パーセントにとどまっています。 

市民アンケートでは、７割以上の人が「避難行動要支援者制度」を知らないと回

答しています。一方で、災害発生前の備えとして、「救援物質の備蓄」、「支援が必

要な人の把握」、「危険個所の把握」など、自助、互助・共助、公助による役割の明

確化が重要であるという回答が多くありました。 

 
【市民の声から】 

○地域での防災訓練の実施は地域の代表者は参加しているので理解している 

が、他の住民は避難について理解できていないと感じます。 

 

 

２ 課題  

(1) 個別避難計画の周知 

災害時において、特に配慮が必要な障がいのある人や高齢者などのうち、自

ら避難することが困難な要支援者について、関係機関と連携し、円滑な避難支

援が行えるよう個別避難計画を作成しています。しかしながら、これらの制度

等に対する市民等の理解が十分ではありません。災害時はお互いに助け合う仕

組みが地域に根付くよう、広報や啓発活動に取り組む必要があります。 

 

(2) 平時における災害時協定の確認 

   災害時にボランティアによる助けが必要となった場合に備え、ボランティア

センター※２や、特に福祉に関する支援を必要とする要支援者を受け入れる福祉

避難所※３については、災害時に速やかにその機能が発揮できるよう、平時から

関係機関が連携して受け入れの訓練等を実施する必要があります。 

 

※１ 作成率 要支援者のうち個別避難計画を作成している人の割合。 

※２ ボランティアセンター 

   災害発生時に被災地でボランティア活動を円滑に進めるための拠点。 

※３ 福祉避難所 

   介護や福祉的な配慮を必要とする人が安心して避難生活を送れるように開設

される避難所。特別養護老人ホームなど市内１４施設が指定されている。 
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３ それぞれの取組 
 

自助 
 

○日ごろから防災意識を持って行動します。 

○非常持出品の準備と、家庭での備蓄品の保管場所の確認を行います。 

○自力で避難することが困難な場合には、要支援者として登録します。 

○ハザードマップや被害想定により、避難場所や避難経路などをあらかじめ確

認します。 

○自主防災会活動や防災訓練に積極的に参加します。 

 

互助・共助 

 

○地域の要支援者の把握に努めます。 

○自主防災会や民生委員・児童委員等が連携して、個別避難計画の作成に協力

します。 

○地域において防災訓練を実施するとともに、緊急時の連絡体制などを整備し

ます。 

○地域の防災意識を高め、緊急時にはお互いに助け合います。 

○災害時には、自身の安全を確保した上で、周りの人と協力して要支援者を支

援します。 

 

公助 
 

○災害に強いまちづくりを推進します。 

○個別避難計画の重要性を周知し、一人でも多くの避難行動要支援者が計画を

作成するよう努めます。 

○地域の自主防災会や民生委員・児童委員などと要支援者の情報を共有します。 

○定期的に要支援者名簿の追加及び変更などの修正を行います。 

○高齢者、障がいのある人、指定難病患者、医療的ケアが必要な人などの避難

行動や避難生活を支援します。 

○災害時に速やかに災害ボランティアセンターを設置することができるよう支

援します。 
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取組４   健康づくりを推進し、健康寿命を延ばします 

 

 

１ 現状 

健康は全ての人々の願いであり、誰もが生きがいを持って、安心して社会生活を

営むための基本です。 

市民アンケートでは、参加してみたい地域活動において、「健康づくりや食育に

関する活動」と回答した人が２３．６パーセントと最も多くなっており、健康に対

する人々の関心の高さがうかがえます。 

 
【市民の声から】 

○私ももっと福祉のことを学んで、この先も健康で自立した生活ができるよ 

うに努力したいと思いました。 

〇心のケアができるようなところを紹介してくれる窓口がほしいです。 

 
 

２ 課題  

(1) 生活習慣の改善 

   高齢化が進む中で、今後さらに健康に対する不安や課題を抱える市民が増加

することが予想されます。日々の生活習慣を改善し、疾病の予防を図るととも

に、重症化を予防していくことが重要です。 

 

(2) 健康増進の取組 

一人ひとりの市民が住み慣れた地域において、健康で生きがいを持って生活

を送れるよう、地域住民が主体となって、地域における居場所づくりや住民同

士の交流促進につながる場の創出が必要となっています。介護予防や健康づく

りとともに、孤独・孤立の不安を解消し、精神的な安定を図る必要があります。 
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３ それぞれの取組 
 

自助 
 

○自らの健康づくりに積極的に取り組みます。 

○地域の健康づくり活動に進んで参加します。 

○日ごろから運動する習慣を身に付けます。 

○市内のスポーツ施設を活用し、健康の増進に努めます。 

○バランスの良い食事を心掛けます。 

○休養を上手に取ることを心掛けます。 

○こころの体温計※を活用し、自身の心の健康に関心を持つよう心掛けます。 

 

※ こころの体温計 

携帯電話、スマートフォン、パソコンを利用して現在のこころの健康状況を

セルフチェックできるシステム。 

 

互助・共助 
 

○地域の行事を通して、健康づくりへの意識を高めます。 

○地域住民の体力づくりを図るため、運動習慣の普及に努めます。 

○食生活改善推進員を中心として、食生活の改善のための講習会を開催します。 

 

公助 
 

○食生活や運動に関する正しい知識や情報を地域や学校に提供します。 

○健康診査体制を充実し、その普及と受診者の拡大を図ります。 

○状況に応じた効果的な保健指導を行い、疾病の予防と重症化の予防に努めま

す。 

○利用しやすいスポーツ環境の整備に努めます。 

○こころの健康づくりに関する普及・啓発を図ります。 

○自殺対策の推進を図ります。 
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第６章 計画の推進 

 

１ 計画の進行管理                                

この計画の推進にあたっては、各施策の進捗状況を把握し、今後の社会情勢の変化や

法改正に対応していきます。また、第八次天童市総合計画における主な指標や、第３期天

童市総合戦略における重要業績評価指標の動向を注視し、必要に応じて修正を加えなが

ら進行を管理します。 

 

２ 協働による推進                                    

(1) 市民 

市民一人ひとりが地域福祉への理解を深めることが重要です。地域で暮らす様々

な人々に対して偏見や差別をなくし、お互いに理解し尊重し合いながら、地域課題の

解決に取り組みます。 

 

(2) 地域 

町内会・自治会、事業者、ボランティア、ＮＰＯ等が有する特性を生かし、目標とし

て掲げた具体的な取組をそれぞれが着実に実践します。また、必要に応じて相互に

連携し、協働しながら計画を推進します。 

 

(3) 行政 

市報や各市立公民館だより、ＳＮＳ等を活用し、地域福祉に対する市民一人ひと

りの意識を高め、理解と協力を求めます。また、市職員も地域の実情や福祉活動に

ついて理解を深めるため、一市民として自ら積極的に地域に関ります。 

天童市社会福祉協議会が策定している「地域福祉活動計画」と相互に連携を図

りながら各施策を推進し、「誰もが役割を持てる地域共生社会」の実現を目指します。 
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１ 地域福祉に関する市民アンケート集計結果                

本計画の策定にあたり、市民の地域福祉に関する現状認識や地域におけ

るニーズ、福祉事業所の活動内容や取組、要望等について把握するため、

市民を対象に地域福祉に関するアンケート調査を実施しました。  

 

 地域福祉に関する市民アンケート調査  

調査対象  無作為抽出による１８歳以上の天童市民  ２，０００人  

回答数  ８１１件  

回答率  ４０．６％  

調査方法  ①郵送によるアンケート調査票の送付・回収（６５５件） 

②山形 e 申請によるＷＥＢ回答（１５６件）  

調査時期  令和７年８月～９月  

 
世代別アンケート回答者  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

年齢別アンケート回答者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

337 

（41 .6％）  467 

（57 .5％）  

 

7（0 .9％）  

ｎ=811 

53 
(6 .5%)  

71 
(8 .8%)  

135 
(16 .7%)  

126 
(15 .5%)  

182 
(22 .5%)  

1 5 ( 1 . 8 % )  

220 
(27 .1%)  

8 （ 0 . 1 % ）  ｎ=810 
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【設問項目 】  

市民アンケート設問  ページ  

1  自身  

問 1  性別  76 

問 2 年齢  76 

問 3 住んでいる地域  77 

問 4 現在の職業  77 

問 5 現在の家族構成  78 

2 日常生活  

問 6 普段の不安や悩み  78 

問 7 困った時の相談相手  79 

問 8 手助けが必要になった場合 、地域に求めること  79 

問 9 何もしてもらいたくない理由  80 

問 10 家族の介護が必要になったらどうするか  80 

3 住んでいる地域  

問 11  居住年数  81  

問 12 地域への愛着度  81  

問 13 近所との付き合いの程度  82 

問 14 地域の支え合いについて感じること  82 

問 15 近所の困っている家庭への手助けのこと  83 

問 16 現在 、参加している団体活動  83 

問 17 参加していない理由  84 

問 18 今後 、参加してみたい地域活動  84 

問 19 将来なってほしい地域像  85 

4 
地域福祉にかかわる  

機関や団体  

問 20 
天童市社会福祉協議会 ・民生委員 ・福祉推進

員の活動内容について  

85 

86 

問 21  
天童市社会福祉協議会 ・民生委員 ・児童委

員 ・福祉推進員に相談したことがあるか  
87 

問 22 天童市社会福祉協議会に期待すること  87 

問 23 
民生委員 ・児童委員 ・福祉推進員に期待する

こと  
88 

問 24 権利擁護について  
88 

89 

5 福祉サービス  
問 25 福祉サービス情報の入手先  90 

問 26 市が福祉分野において特に力を入れること  90 

6 災害時の避難  
問 27 避難行動要支援者制度の認知度  91  

問 28 災害発生前の備え  91  

7 生活困窮への支援  問 29 生活困窮者への支援  92 

8 
ひきこもりの方 への支

援  
問 30 ひきこもりやその家族に対する支援  92 

9 再犯防止への取組み  
問 31  再犯防止の推進への認知度  93 

問 32 刑務所や少年院の社会復帰支援について  93 
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１  あなた自身のことについて  

 

問１  あなたの性別をお選びください。（１つを○で囲んでください。）  

「男性」が 337 人、「女性」が４６７人となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２  あなたの年齢をお選びください。（１つを○で囲んでください。）  

「70 歳代」が２７．１パーセントと最も多く、次に、「60 歳代」が２２．５パーセン  

トとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337 

（41 .6％）  467 

（57 .5％）  

 

7（0 .9％）  

53 
(6 .5%)  

71 
(8 .8%)  

135 
(16 .7%)  

126 
(15 .5%)  

182 
(22 .5%)  

1 5 ( 1 . 8 %

)  

220 
(27 .1%)  

8 （ 0 . 1 % ）  

ｎ=811 

ｎ=810 
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問３  あなたはどちらの地域にお住まいですか。（１つを○で囲んでください。）  

    「天童南部地域」が 19.3 パーセントと最も多く、次に、「天童中部地域」が  

18.7 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４  あなたの現在の職業をお選びください。（１つを○で囲んでください。）  

「会社員・団体職員」が 33.5 パーセントと最も多く、次に、「無職」が 22.1 パ  

ーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271 
(33 .5%)  

179 
(22 .1%)  

106 
(13 .1%)  

1 2 （ 1 . 4 % ）  

70  
(8 . 7% )  

51  
( 6 . 3 % )  

4 6  

( 5 . 7 %

)  

3 9  

( 4 . 8 %

)  

3 4  

( 4 . 2 %

)  

ｎ=808 

151 
(18 .7%)  

87 
(10 .8%)  

82  
(10 .2%)  

2 6 ( 3 . 2 % )  

155 
(19 .3%)  

4 5  

( 5 . 6 % )  

4 3  

( 5 . 3 % )  

56  
( 7 . 0 % )  

4 2  

( 5 . 2 % )  

2 1 （ 2 . 6 % ）  

4 6  

( 5 . 7 % )  5 1  

( 6 . 3 % )  

ｎ=805 
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51.0%（406）

24.0%（191）

12.2%（97）

43.6%（347）

8.7%（69）

15.3%（122）

3.8%（30）

1.9%（15）

11.2%（89）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

自分や家族の健康に関する不安

介護に関する不安

仕事に関する不安

生活費など経済的な不安

育児・子育てに関する不安

自分や家族の生活（進学、就職、結婚）上の不安

近所に関する不安

その他

特にない

問５  あなたの家族構成についてお選びください。（１つを○で囲んでください。）  

「二世代同居（親と子等）」が 44.3 パーセントと最も多く、次に、「夫婦のみが  

30.4 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  あなたの日常生活について  

 

問 6 あなたは、普段の生活において、どのような不安や悩みを感じていますか。

（２つまで○で囲んでください。）  

     「自分や家族の健康に関する不安」が 51.0 パーセントと最も多く、次に、  

「生活費などの経済的な不安」が 43.6 パーセント、「介護に関する不安」が  

24.0 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79  
(9 .8%)  

358 
(44 .3%)  

246  
(30 .4%)  

1 7 ( 2 . 1 % )  

105  
(13 .0%

)  

2 （ 0 . 3 % ）  

ｎ=807 

（ｎ =796）  



- 79 - 

 

79.6%（633）

18.5%（147）

46.7%（371）

2.4%（19）

17.1%（136）

0.8%（6）

4.4%（35）

2.0%（16）

8.9%（71）

1.9%（15）

0.8%（6）

1.8%（14）

7.0%56）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

家族

親戚

友人・知人

近所の人

職場の仲間・上司

民生委員・児童委員、福祉推進員

自分や家族のケアマネジャー

市の相談窓口の職員

病院などの医師・看護師や薬局の薬剤師

認定こども園、幼稚園、保育園、学校などの先生

警察署、交番の警察官

その他

相談できる相手がいない

40.7%（325）

15.4%（123）

8.5%（68）

8.4%（67）

5.6%（45）

43.7%（349）

25.8%（206）

1.6%（13）

10.4%（83）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

見守りや声がけ

悩みや相談の話し相手

家事（掃除、洗濯、食事など）

買い物などの手伝い

子どもの世話（預かり、送迎等）

災害時の手助け（情報伝達・避難誘導・安否確認など）

雪下ろしや除排雪の支援

その他

何もしてもらいたくない

問７  あなたは不安や悩みを感じたときに、どなたに相談していますか。（あてはま  

るものすべてを○で囲んでください。）   

     「家族」が 79.6 パーセントと最も多く、次に、「友人・知人」が 46.7 パーセ

ント、「親戚」が 18.5 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

問８  あなたや家族が日常生活に不自由があったとき、地域の人にどのような手  

助けをしてほしいですか。（２つまで○で囲んでください。）  

     「災害時の手助け」が 43.7 パーセントと最も多く、次に、「見守りや声がけ」

が 40.7 パーセント、「雪下ろしや除排雪の支援」が 25.8 パーセントとなってい

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｎ =795）  

（ｎ =798）  
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問９  この質問は、上記の問８で「何もしてもらいたくない」と答えた方にのみ、お  

たずねします。それは、なぜですか。（１つを○で囲んでください。）  

    「できるだけ他人に頼らず、自分や家族でなんとかしたいから」が 45.9 パーセ

ントと最も多く、次に、「家の中に他人を入れたくないから」が 18.8 パーセント、

「知らない人に頼むのは不安だから」が 17.7 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１０  あなたやあなたの家族が、今後、介護が必要となった場合、あなたは、ど  

のようにしたいと思いますか。（１つを○で囲んでください。）  

     「福祉施設で介護をしてもらいたい」が 38.3 パーセントと最も多く、次に、

「積極的に福祉サービスを利用して在宅で介護をしたい」が 28.3 パーセント、

「公的機関に相談したい」が 25.4 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 
（45 .9%

）  

16 
(18 .8%)  

15 
(17 .7%)  

13 
(15 .3%)  

2 ( 2 . 4 % )  

ｎ=85 

304 
(38 .3%)  

224 
(28 .3%)  

201 
(25 .4%

)  

4 3  

( 5 . 4 %

)  
ｎ=793 

1 6 ( 2 . 0 % )  5 ( 0 . 6 % )  
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３  あなたが住んでいる地域について  

 

問１１  あなたは現在お住まいの地域に、通算してどれくらい住んでいますか。（１

つを○で囲んでください。）  

     「30 年以上」が 49.3 パーセントと最も多く、次に、「２０年以上３０年未満」  

が 16.9 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１２  あなたは現在お住まいの地域に、どの程度愛着がありますか。（１つを○で

囲んでください。）  

     「愛着がある」が 45.4 パーセントと最も多く、次に、「とても愛着がある」が  

21.9 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.3％  

396 

(49 .3%)  

136 
(16 .9%)  

131  

(16 . 3 ) %  

63  

( 7 . 8 % )  62  

( 7 . 7 % )  

1 6 ( 2 . 0 % )  

175 
(21 .9%)  

364 
(45 .4%)  

214 
(26 .7%)  

4 1  

( 5 . 1 % )  

7 ( 0 . 9 % )  

ｎ=804 

ｎ=801 
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問１３  あなたは、現在、近所の人とどの程度のお付き合いをしていますか。（１つ  

を〇で囲んでください。）  

     「あいさつをする程度」が 48.8 パーセントと最も多く、次に、「会った時には

立ち話をする」が 32.8 パーセントとなっています。「お互いによく訪問し合う」

は 4.4 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 あなたがお住まいの地域では、地域の人々がお互いに支え合い、助け合っ  

ていると感じますか。（１つを○で囲んでください。）  

      「とても感じる」が 11.7 パーセント、「少し感じる」が 47.2 パーセントで、合

計が 58.9 パーセントでした。一方、「あまり感じない」が 34.7 パーセント、「ま

ったく感じない」が 6.4 パーセントで、合計が 41.1 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.6％  

58 .9％  

263 
(32 .8%)  

4 9  

( 6 . 1 % )  

392 
(48 .8%)  

5 2  

( 6 . 5 % )  

1 2 ( 1 . 5 % )  

3 5  

( 4 . 4 % )  

93 
(11 .7%)  

276 
(34 .7%

)  

5 1  

( 6 . 4 % )  

376 

(47 .2%)  

ｎ=803 

ｎ=796 
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62.3%（496）

17.6%（140）

3.5%（28）

6.3%（50）

3.1%（25）

50.0%（398）

25.4%（202）

1.4%（11）

4.3%（34）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

見守りや声がけ

悩みや相談の話し相手

家事（掃除、洗濯、食事など）

買い物などの手伝い

子どもの世話（預かり、送迎等）

災害時の手助け（情報伝達・避難誘導・安否確認など）

雪下ろしや除排雪の支援

その他

特にすべきものはない

問１5 周囲の人の手助けが必要な方がいた場合、地域でどんな協力や支援をす

るべきだと思いますか。（２つまで○で囲んでください。）  

     「見守りや声がけ」が 62.3 パーセントと最も多く、次に、「災害時の手助け」

が 50.0 パーセント、「雪下ろしや除排雪の支援」が 25.4 パーセントとなって

います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１６  あなたは、現在、どのような活動に参加していますか。（あてはまるものす

べてを○で囲んでください。）  

     「町内会 ・隣組 」が 51.3 パーセントと最も多く、次に、「参加していない」が

35.8 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8%（78）

51.3%（409）

6.3%（50）

3.1%（25）

3.1%（25）

1.4%（11）

4.5%（36）

0.6%（5）

1.6%（13）

4.5%（36）

1.3%（10）

9.7%（77）

1.0%（8）

2.8%（22）

35.8%（285）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ＰＴＡ・子ども会育成会

町内会・隣組

自主防災会

婦人会（女性会）等

青壮年会・青年団

老人クラブ

いきいきサロン・地域カフェ

民生委員・児童委員

福祉推進員

公民館（市立公民館・分館）

地域づくり委員会

趣味・サークル・ボランティアの団体

ＮＰＯ法人活動

その他

参加していない

（ｎ =796）  

（ｎ =797）  
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30.4%（237）

20.3%（158）

16.2%（126）

20.6%（161）

16.9%（132）

6.5%（51）

7.8%（61）

4.6%（36）

11.4%（89）

2.1%（16）

1.0%（8）

28.1%（219）

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

健康づくりや食育に関する活動

高齢者の福祉や介護の支援活動

清掃などの環境美化活動

防災・防犯活動

子育て支援や見守りなど地域活動

小中学生に対するスポーツの指導

障がい者の福祉や介護の支援活動

福祉施設への訪問や環境整備の活動

ボランティア活動

ＮＰＯ法人活動

その他

特にない

問１７  この質問は、上記の問１６で「参加していない」と回答された方にのみ、お

たずねします。それはなぜですか。（１つを○で囲んでください。）  

     「仕事などが忙しくて、時間がないから」が 35.2 パーセントと最も多く、次に、

「特に関心がない」が 15.9 パーセント、「地域活動の内容や参加方法がよくわ

からないから」が 12.3 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１８  あなたは、どのような地域活動に興味や関心がありますか。（あてはまるも

のすべてを○で囲んでください。）   

     「健康づくりや食育に関する活動」が 30.4 パーセントと最も多く、次に、「特

にない」が 28.1 パーセント、「防災・防犯活動」が 20.6 パーセントとなっていま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
(35 .2%)  

45  
(15 .9%)  

35  
(12 . 3% )  

22  
( 7 . 8 % )  

26  
( 9 . 2 % )  

1 2 ( 4 . 2 %

)  

1 1 ( 3 . 9 % )  

33  

( 1 1 . 6% )  

ｎ=284 

（ｎ =780）  
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問１９  あなたは、現在お住まいの地域が、将来どのような地域になって欲しいと

思いますか。（２つまで○で囲んでください。）  

「医療や介護を適切に受けることができる地域」が 48.4 パーセントと最も多  

く、次に、「外出するときに移動手段に困らない地域」が 27.1 パーセント、「犯  

罪が少ない地域」が 26.2 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他  

 

 

 

 

４  地域福祉にかかわる機関や団体について  

 

問２０－１  あなたは、天童市社会福祉協議会の存在やその活動内容をご存じで  

すか。（それぞれ１つを○で囲んでください。）  

        「名前だけを知っている」が 51.3 パーセントと最も多く、次に、「名前も活  

動内容も知っている」が 29.0 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228 
(29 .0%)  

403 
(51 .3%)  

155 
(19 .7%)  ｎ=786 

48.4%（386）

23.6%（188）

17.2%（137）

27.1%（216）

26.2%（209）

22.0%（175）

14.2%（113）

6.8%（54）

0.9%（7）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

医療や介護を適切に受けることができる地域

安心して子育てができる地域

近隣住民が交流し、助け合う地域

外出するときに移動手段に困らない地域

犯罪が少ない地域

ひとり暮らしで介護等が必要な方への支援が充実した地域

災害時の避難体制が整備された地域

地域活動の担い手が充実した地域

その他

（ｎ =797）  
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問２０－２  あなたは、民生委員・児童委員の存在やその活動内容をご存じです  

か。（それぞれ１つを○で囲んでください。）  

       「名前だけを知っている」が 49.4 パーセントと最も多く、次に、「名前も

活動内容も知っている」が 35.8 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２０－３  あなたは、福祉推進員の存在やその活動内容をご存じですか。（それ  

ぞれ１つを○で囲んでください。）  

        「名前だけを知っている」が 43.1パーセントと最も多く、次に、「知らない」

が 38.6 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282 
(35 .8%)  

389 
(49 .4%)  

116 
(14 .7%

)  

142 
(18 .2%)  

336 
(43 .1%)  

301 
(38 .6%)  

ｎ=787 

ｎ=779 
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7.3%（57）

3.6%（28）

2.2%（17）

88.5%（694）

0.6%（5）

0.0% 50.0% 100.0%

社会福祉協議会に相談したことがある

民生委員・児童委員に相談したことがある

福祉推進員に相談したことがある

いずれにも相談をしたことがない

その他

37.4%（294）

15.5%（122）

28.6%（225）

35.2%（277）

18.2%（143）

4.7%（37）

13.1%（103）

12.7%（100）

1.5%（12）

6.2%（49）

0.0% 20.0% 40.0%

福祉に関する情報の提供

低所得者世帯に対する支援（生活福祉資金の貸付など）の充実

日常生活の困りごとに対する相談体制の充実

介護保険サービスの充実

高齢者、障がい者などに対する支援

（いきいきサロン活動、日常生活自立支援事業など）の充実

地域住民を対象とした福祉に関する研修会等の開催

児童・生徒に対する福祉教育の充実

ボランティア活動の推進（除雪・災害ボランティア等）

その他

特に充実してほしいことはない

問２１  あなたは、天童市社会福祉協議会、民生委員 ・児童委員、または福祉推

進員に相談をしたことがありますか。（あてはまるものすべてを○で囲んでく

ださい。）  

     「いずれにも相談をしたことがない」が 88.5 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２２  天童市社会福祉協議会の活動として、今後、充実してほしいことはなん  

ですか。（２つまで○で囲んでください。）  

     「福祉に関する情報の提供」が 37.4 パーセントと最も多く、次に、「介護保

険サービスの充実」が 35.2 パーセント、「日常生活の困りごとに対する相談体

制の充実」が 28.6 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（ｎ =784）  

（ｎ =787）  



- 88 - 

 

47.4%（370）

36.0%（281）

55.3%（432）

1.8%（14）

10.8%（84）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

支援が必要な世帯への訪問・相談

福祉に関する情報の提供

日常生活の困りごとを市などの関係機関へつなぐこと

その他

特に充実してほしいことはない

問２３  あなたは、民生委員・児童委員及び福祉推進員の活動として、今後、充  

実してほしいことはなんですか。（２つまで○で囲んでください。）  

     「日常生活の困りごとを市などの関係機関へつなぐこと」が 55.3 パーセント

と最も多く、次に、「支援が必要な世帯への訪問・相談 」が 47.4 パーセント、

「福祉に関する情報の提供」が 36.0 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２４－１  あなたは日常生活自立支援事業をご存じですか。（それぞれ１つを○  

で囲んでください。）  

        「知らない」が 54.0 パーセントと最も多く、次に、「名前だけ知っている」

が 30.6 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 
(15 .4%)  

243 
(30 .6%)  

428 
(54 .0%)  

ｎ=793 

（ｎ =781）  
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問２４－２  あなたは虐待防止をご存じですか。（それぞれ１つを○で囲んでくださ  

い。）  

        「名前だけ知っている」が 39.6 パーセントと最も多く、次に、「知らない」

が 36.6 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２４－３  あなたは成年後見制度をご存じですか。（それぞれ１つを○で囲んでく  

ださい。）  

        「知らない」が 36.2 パーセントと最も多く、次に、「名前だけ知っている」

が 35.2 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187 
(23 .8%)  

311 
(39 .6%)  

288 
(36 .6%)  

225 
(28 .6%)  

277 
(35 .2%)  

285 
(36 .2%)  

ｎ=786 

ｎ=787 
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25.5%（202）

21.6%（171）

5.4%（43）

12.9%（102）

48.9%（387）

9.4%（74）

5.3%（42）

31.5%（249）

10.4%（82）

0.6%（5）

2.0%（16）

13.7%（108）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

家族・親戚

近所の人・友人・知人

民生委員・児童委員・福祉推進員

職場の仲間

市または社会福祉協議会の相談窓口や広報紙、ホームページなど

地域包括支援センター

民間の福祉サービス事業所

新聞、テレビ、ラジオなどのマスコミ

医療機関・保健所

ＮＰＯ法人などの民間の団体

その他

わからない

22.7%（179）

4.8%（38）

27.1%（213）

8.3%（65）

5.1%（40）

6.7%（53）

11.1%（87）

7.6%（60）

15.6%（123）

21.1%（166）

37.9%（298）

8.3%（65）

29.2%（230）

18.3%（144）

21.5%（169）

12.7%（100）

0.9%（7）

2.8%（22）

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

地域住民が支えあう社会の仕組づくり

地域社会福祉協議会やＮＰＯ法人に対する支援の拡充

身近な相談体制の充実

地域での交流ができる場の充実

ボランティア活動の支援

福祉教育の充実

健康づくりに関する取組の充実

まちづくりにおけるユニバーサルデザイン化

支援を必要とする人の在宅生活支援（住宅の改修等）

子育ての支援体制の充実

医療サービス体制の充実

民間の福祉サービス事業所の育成

移動手段の充実

防犯・交通安全・防災体制の充実

高齢者のみの世帯や障がい者世帯への除雪の支援

ヤングケアラーへの支援

その他

特にない

５  福祉サービスについて  

 

問２５  あなたは、福祉サービスに関する情報をどこから入手していますか。（あて  

はまるものすべてを○で囲んでください。）  

     「市 または社会福祉協議会の相談窓口や広報紙 、ホームページなど」が

48.9 パーセントと最も多く、次に、「新聞 、テレビ、ラジオなどのマスコミ」が

31.5 パーセント、「家族・親戚」が 25.5 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２６  天童市が福祉分野において、今後、特に力を入れて取り組む必要がある  

と思うことはなんですか。（３つまで○で囲んでください。）  

     「医療サービス体制の充実」が 37.9 パーセントと最も多く、次に、「移動手

段の充実」が 29.2 パーセント、「身近な相談体制の充実」が 27.1 パーセント

となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｎ =791）  

（ｎ =787）  



- 91 - 

 

41.6%（327）

15.8%（124）

7.0%（55）

57.8%（454）

30.4%（239）

7.0%（55）

24.6%（193）

1.4%（11）

1.8%（14）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

支援が必要な人（避難行動要支援者）の把握

地域での防災訓練の実施

災害対策の学習会の開催

救援物質の備蓄（食料・飲料水・衛生用品など）

危険箇所の把握（防災マップの整備）

災害ボランティアの養成

日頃からのあいさつ、声かけや付き合い

その他

特にない

６  災害時の避難について  

 

問２７  あなたは、「避難行動要支援者支援制度」についてご存じですか。（それぞ  

れ１つを○で囲んでください。）  

      「知らない」が 73.2 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２８  地震や台風などの災害発生前の備えとして、どのようなことが重要だと  

思いますか。（２つまで○で囲んでください。）  

「救援物質の備蓄」が 57.8 パーセントと最も多く、次に、「支援が必要な人

の把握」が 41.6 パーセント、「期間箇所の把握」が 30.4 パーセントとなって

います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211 
(26 .8%)  

576 
(73 .2%)  

ｎ=787 

（ｎ =786）  
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59.9%（463）

17.2%（133）

15.5%（120）

39.5%（305）

13.8%（107）

23.4%（181）

6.1%（47）

2.1%（16）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

自立に向けた相談の支援

住居を失った方に対する支援

住居を失う可能性のある方に対する支援

就労に向けた知識・技能の習得支援

家計管理に関する指導等の支援

子どもへの学習支援

貸付のあっ旋等の支援

その他

59.1%（460）

34.3%（267）

42.8%（333）

33.5%（261）

2.3%（18）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

何でも相談できる窓口の充実

フリースペースなどの居場所支援

就職等の自立に向けた支援

家族や親の会（家族に対する相談等の支援）

その他

７  生活が困窮している方への支援について  

 

問２９  生活が困窮している方に対して、どのような支援が必要だと思いますか。

（２つまで○で囲んでください。）  

     「自立に向けた相談の支援」が 59.9 パーセントと最も多く、次に、「就労に

向けた知識・技能の習得支援」が 39.5 パーセント、「子どもへの学習支援」が

23.4 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８  ひきこもりの方への支援について  

 

問３０  ひきこもりの方やその家族に対する支援として、どのような支援が必要だ  

と思いますか。（２つまで○で囲んでください。）  

     「何でも相談できる窓口の充実」が 59.1 パーセントと最も多く、次に、「就職

等の自立に向けた支援」が 42.8 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｎ =773）  

（ｎ =778）  
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25.7%（202）

31.9%（251）

18.8%（148）

27.3%（215）

39.9%（314）

6.4%（50）

5.8%（46）

3.0%（24）

0.0% 20.0% 40.0%

住民の協力を得て社会全体として支援すべきだ

市役所など行政や関係機関が責任をもって支援すべきだ

少年院からの出所や認知症・障がいのある人の出所については支援すべきだ

一般住民として生活できるよう事業所や市民への啓発が必要だ

地域の安全・安心のためにはある程度の支援が必要だ

特別な支援や配慮は必要ない

関心がない

その他

９  再犯防止への取組みについて  

 

問３１  国は平成 28 年（2016 年）に「再犯の防止等の推進に関する法律（再犯

防止推進法 ）」を施行し、再犯防止を推進していることをご存じですか。（１

つを○で囲んでください。）  

     「知らない」が 51.2 パーセントと最も多く、次に、「言葉は聞いたことがあるが、

内容は知らない」が 39.6 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３２  刑務所や少年院を出た人が円滑に社会復帰できるように支援することに  

ついて、あなたの考えに特に近いものを選んでください。（２つまで○で囲ん

でください。）  

     「地域の安全・安心のためにはある程度の支援が必要だ」が 39.9 パーセン

トと最も多く、次に、「市役所など行政や関係機関が責任をもって支援すべき

だ」が 31.9 パーセント、「住民の協力を得て社会全体として支援すべきだ」が

25.7 パーセントとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405 
(51 .2%)  

313 
(39 .6%)  

73  

(9 . 2% )  ｎ=791 

（ｎ =778）  
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家族だけで介護したい 

公的機関（市役所、地域包括支援センター、社会福祉協議会）に相談したい その他 わからない 

積極的に福祉サービスを利用して在宅で介護をしたい 

各設問のクロス集計結果  

 

年齢（問２）と介護が必要となった場合（問１０）の関連性  

 

 「介護が必要となった場合にどのようにしたいか」を「年齢」別に見ると、特に 20歳

代及び 30 歳代において「福祉施設で介護してもらいたい」という回答が他の世代

より多くありました。一方で、70 歳代及び 80 歳以上において「積極的に福祉サー

ビスを利用して在宅で介護をしたい」という回答が他の世代より多くありました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2（ 25.0％）  3（ 37.5％）  2（ 25.0％）  1（ 1 2 . 5％）  

3（ 5 . 9％ ）  

 13（ 25.5％）  22（ 43.1％）  8（ 1 5 .7％）  5（9.8％） 

 1（ 1 . 4％ ）  

 15（ 21.1％）  37（ 52.1％）  12（ 16.9％）  6（ 8.5％） 

 1（ 0 . 8％ ）  

 41（ 31.1％）  51（ 38.6％）  26（ 19.7％）  

2（ 1 . 5％ ）  

 11（8.3％） 

 2（ 1 . 6％ ）  

 27（ 21.8％）  49（ 39.5％）  39（ 31.5％）  

1（ 0.8％） 

  

 
1（ 0 . 6％ ）  

 45（ 25.3％）  69（ 38.8％）  55（ 30.9％）  

 

 

8（ 3 . 8％ ）  

 75（ 35.2％）  68（ 31.9％）  55（ 25.8％）  

 

  

 

5（ 33.3％）  5（ 33.3％）  4（ 26.7％）  
1  

（ 6 . 7％ ）  

福祉施設で介護をしてもらいたい 
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年齢（問２）と愛着度（問１２）の関連性  

 

 「現在住んでいる地域への愛着度 」を「年齢 」別に見ると、特に１０歳代において

「とても愛着がある」という回答が他の世代より多くありました。一方で、３０歳代及

び５０歳以上において「どちらともいえない」という回答が他の世代より多くありまし

た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5（ 62.5％）  3（ 37.5％）  

5（ 9 . 8％ ）  18（ 35.3％）  15（ 29.4％）  13（ 25.5％）  

16（ 22.5％）  27（ 38.0％）  22（ 31.0％）  

 

 
5  

（ 7 . 0％ ）  

29（ 21.6％）  

 

 69（ 51.5％）  33（ 24.6％）  

 

 31（ 24.6％）  47（ 37.3％）  39（ 31.0％）  
6  

（4.8％） 

 

 34（ 18.9％）  85（ 47.5％）  48（ 26.8％）  1 0  

（5.6％） 

 

 40（ 18.5％）  108（ 50.0％）  56（ 25.9％）  
1 1  

（5.1％） 

1  

（6.7％） 9（ 60.0％）  2（ 1 3 . 3％）  3（ 20.0％）  
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年齢（問２）と参加していない理由（問１７）の関連性  

 

 「地域活動等へ参加していない理由」を「年齢 」別に見ると、１０歳代において「地

域活動の内容や参加方法がよくわからないから」という回答が他の世代より多くあ

りました。20 歳代において「特に関心がない」という回答が他の世代より多くありま

した。また、４０歳代及び５０歳以上において「仕事などが忙しくて、時間がないから」

という回答が他の世代より多くありました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2（ 33 .3％）  

8（ 25.5％）  

4（8.7％） 

3（ 50.0％）  

7（ 16 .7％）  

1（ 16 .7％）  

18（ 39.1％）  5（10.9％） 

3  

（4.6％） 

12（ 26.1％）  4 （ 8 . 7 ％ ）  

2  

（5.1％） 

10（ 29.4％）  4（11.8％） 

4（9.5％） 

3（8.8％） 2  

（5.9％） 

19（ 48.7％）  6（ 15 .4％）  

3  

（ 6.5％） 

4（10.3％） ４（10.3％） 

5（ 1 4 .7％）  

1（ 2 . 4％ ）  

 
21（ 50.0％）  

1（ 2 . 4％ ）  

 4（9.5％） 

1（ 2 . 4％ ）  

 
15（ 31.9％）  5（10.6％） 

4  

（ 8 . 5％ ） 

4  

（8.5％） 8（ 17 .0％）  

15（ 22.7％）  1 0（ 1 5 . 2％ ）  1 1（ 1 6 .7％）  

8（ 17 .0％）  

11（16.7％） 

2（ 4 . 3％ ）  

 

2（ 50.0％）  

4  

（6.1％） 

3  

（ 7.1％） 

1 0（ 1 5 . 2％ ）  

1（ 25.0％）  1（ 25.0％）  

1（ 2 . 1％ ）  

3（7.7％） 

2  

（5.9％） 

2（ 3 . 0％ ）  
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年齢（問２）と市社会福祉協議会認知度（問２０－１）の関連性  

 

 「天童市社会福祉協議会の認知度」を「年齢」別に見ると、１０歳代及び 20 歳代

において「知らない」という回答が他の世代より多くありました。一方で、７０歳代及

び８０歳以上において「名前も活動内容も知っている」という回答が他の世代より

多くありました。若年世代ほど認知度が低く、高齢になるほど認知度が高くなる傾

向がありました。  

 なお、民生委員・児童委員認知度（問 20-２）や福祉推進員認知度（問 20-３）

も同様の傾向となりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4（ 50.0％）  4（ 50.0％）  

21（ 40.4％）  5（9.6％） 26（ 50.0％）  

37（ 52.1％）  9（ 1 2 . 7％）  25（ 35.2％）  

76（ 56.3％）  2 2（ 1 6 .3％）  37（ 27.4％）  

67（ 53.6％）  36（ 2 8. 8％）  22（ 1 7. 6％）  

98（ 54.4％）  62（ 3 4. 4％）  20（11.1％） 

93（ 46.7％）  86（ 4 3. 2％）  20（10.1％） 

7（ 46 .7％）  7（ 46 .7％）  1（6.7％） 
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年齢（問２）と民生委員・児童委員認知度（問２０－２）の関連性  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢（問２）と福祉推進員認知度（問２０－３）の関連性  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58（ 46.8％）  49（ 3 9. 5％）  17（13.7％） 

91（ 50.3％）  80（ 4 4. 2％）  

10（5.5％） 

88（ 43.8％）  99（ 4 9. 3％）  

14（ 7.0％） 

6（ 40 .0％）  8（ 53 .3％）  

1（ 6.7％） 

77（ 57.46％）  29（ 2 1. 6 4％）  28（ 20.9％）  

37（ 52.1％）  13（ 1 8. 3％）  21（ 29.6％）  

26（ 50.0％）  22（ 42.3％）  4（7.7％） 

 

4（ 50.0％）  1（12.5％） 3（ 37.5％）  

13（ 25.0％）  38（ 73.1％）  

1（ 1 . 9％ ）  

 

3（ 37.5％）  5（ 62.5％）  

27（ 38.0％）  39（ 54.9％）  

5（ 7 . 0％ ）  

 

55（ 41.0％）  69（ 51.5％）  

1 0（ 7 . 5％ ）  

 

16（12.9％） 56（ 45.2％）  52（ 41.9％）  

38（ 21.4％）  89（ 50.0％）  51（ 28.7％）  

67（ 34.2％）  83（ 42.4％）  46（ 23.5％）  

4（ 26.7％）  10（ 66.7％）  

1（6.7％） 
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居住期間（問１１）と愛着度（問１２）の関連性  

 

 「現在住んでいる地域への愛着度」を「居住期間」別に見ると、30 年以上住んで

いる場合において「とても愛着がある」及び「愛着がある」という回答が最も多くあり

ました。居住期間が長いほど地域への愛着度が高くなる傾向がありました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4（ 25.0％）  4（ 25.0％）  6（ 37.5％）  2（12.5％） 

 

 
11（ 17.7％） 25（ 40.3％）  21（ 33.9％）  

4  
（6.5％） 

 

 
9（ 1 4 .5％）  20（ 32.3％）  27（ 43.6％）  

 

 

 

 

 

 

25（ 19.1％）  60（ 45.8％）  39（ 29.8％）  

 

 31（ 23.0％）  58（ 43.0％）  37（ 27.4％）  

 

 
 

 
95（ 24.1％）  197（ 49.9％）  84（ 21.3％）  

4  
（6.5％） 
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愛着度（問１２）と近所の人との付き合い（問１３）の関連性  

 

 「現在住んでいる地域への愛着度」を「近所の人との付き合い程度」別に見ると、

「お互いによく訪問し合う」場合において「とても愛着がある」及び「愛着がある」とい

う回答が最も多くありました。一方で、「近所の人との顔も知らない」場合において

「どちらともいえない」及び「あまりない」という回答が最も多くありました。近所の人

との付き合いが親密なほど、地域への愛着度が高くなる傾向がありました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10（ 28.6％）  19（ 54.3％）  6（17.1％） 

55（ 20.9％）  150（ 57.3％）  

5（ 1.9％） 

1（ 0.4％） 

15（ 19.5％）  

14（ 29.2％）  24（ 50.0％）  7（14.6％） 

3（ 6.3％） 

 

25（ 6.4％） 

 
4（ 1.0％） 

 
88（ 22.5％）  154（ 39.3％）  121（ 30.9％）  

2（ 3.9％） 

 6（11.8％） 16（ 31.4％）  21（ 41.2％）  6（11.8％） 

2（16.7％） 
1  

（8.4％） 
7（ 58.3％）  2（16.7％） 
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２ 計画策定までのスケジュール                            

期  日  内      容  

令和７年  

４月２８日  

定例部長会  

「第三次天童市地域福祉計画の策定について」  

５月１５日  第三次天童市地域福祉計画策定第 1 回検討会議  

「第三次天童市地域福祉計画策定の方針 ・市民アンケートにつ

いて」  

６月２４日  第三次天童市地域福祉計画第 1 回策定委員会  

「第三次天童市地域福祉計画策定の方針 ・市民アンケートにつ

いて」  

７月１４日  地域福祉に関する市民アンケート発送  

８月  ５日  地域福祉に関する市民アンケート回収期限  

９月２９日  第三次天童市地域福祉計画策定第 2 回検討会議  

「第三次天童市地域福祉計画策定の方針 ・市民アンケート調査

結果・施策の体系（素案）について」  

１０月 １７日  第三次天童市地域福祉計画第２回策定委員会  

「第三次天童市地域福祉計画策定の方針 ・市民アンケート調査

結果・施策の体系（素案）について」  

１０月２８日  第三次天童市地域福祉計画策定第 1 回市民懇談会  

「第三次天童市地域福祉計画策定の方針 ・市民アンケート調査

結果・施策の体系（素案）について」  

１１月２７日  第三次天童市地域福祉計画策定第 3 回検討会議  

「第三次天童市地域福祉計画（案）について」  

１２月２５日  第三次天童市地域福祉計画第 3 回策定委員会  

「第三次天童市地域福祉計画（案）について」  

令和８年  

１月 27 日  

第三次天童市地域福祉計画策定第 2 回市民懇談会  

「第三次天童市地域福祉計画（案）について」  

２月   日  定例部長会  

「第三次天童市地域福祉計画の策定経過及び計画（案）について」 

２月   日  市議会環境福祉常任委員会に説明  

２月   日  

～  日  

パブリックコメントの実施（市のホームページ及び市社会福祉課の

窓口において、市民から意見を募集）  

３月   日  定例部長会  

「第三次天童市地域福祉計画について」  
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第三次天童市地域福祉計画策定市民懇談会  委員名簿  
 

（敬称略）  

 

※  任期：令和７年 10 月 27 日～令和 8 年 3 月 31 日  
※  ◎は会長、○は副会長  
 

分  野  氏   名  団   体   名  役職名  

社会福祉協議会 ◎名佐原 雅 治 天童市社会福祉協議会  会  長  

地域社会福祉協議会 阿  部  吉  郎  寺津地域社会福祉協議会  会  長  

民生委員・児童委員 〇土 屋 光 三 天童市民生児童委員連絡協議会  理  事  

高齢  須  藤  晃  司  天童市老人クラブ連合会  会  長  

身体障がい  山  村  勝  志  天童市身体障がい者福祉協会  副会長  

知的障がい  清  野  芳  昭  天童市手をつなぐ育成会  会  長  

精神障がい  小  松  広  志  医療法人社団斗南会  地域連携室長 

地域づくり  佐  藤  昭  生  天童市地域づくり推進委員会 会  長  

ＮＰＯ団体  加  藤  由紀子  ＮＰＯ法人ふれあい天童  理事長  

事業者（施設）  山  本  清  智  天童福祉厚生会  
理  事  

明幸園施設長 

子育て  星    直   樹  天童市幼児教育連絡協議会 会  長  

公募委員  細  矢  義  博     
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第三次天童市地域福祉計画策定委員会  委員名簿  

（敬称略）  

職    名  氏   名  備  考  

健康福祉部長  秋  保  泰  志  委員長  

健康福祉部社会福祉課長  結  城  篤  彦  副委員長  

総務部総務課長  山   口    淳    

総務部市長公室室長補佐  高   橋    仁    

総務部危機管理室長補佐  樋  渡  佳  浩    

健康福祉部保険給付課長  加  藤  美  枝    

健康福祉部健康課長  伊   藤    明    

健康福祉部こども家庭センター所長  横  倉  ひとみ    

健康福祉部子育て支援課長  明  石  淳  一    

市民部生活環境課長  佐  藤  貴  宏    

市民部文化スポーツ課長  藤  澤  英  昭    

経済部商工観光課長  名  和  和  幸    

建設部建設課長  酒  井  文  喜    

建設部都市計画課長  佐  藤  良  和    

教育委員会学校教育課長  伊  藤  顕  吾   

教育委員会生涯学習課長  押  野  一  貴   

社会福祉法人天童市社会福祉協議会事務局長 松  浦  和  人   

 

第三次天童市地域福祉計画策定検討会議  委員名簿  
（敬称略 ）  

職    名  氏   名  備  考  

 社会福祉課長  結  城  篤  彦  委員長  

社会福祉課障がい支援係長  塩  野  智  子    

社会福祉課保護係長  高  橋  幸  子    

 保険給付課課長補佐（兼）介護支援係長  蜂  谷  拓  郎    

 保険給付課介護給付係長  髙  橋  みなみ    

健康課課長補佐（兼 ）市民健康係長  新  関  典  代    

こども家庭センター所長補佐（兼）こども家庭係長 松  田  英  理    

こども家庭センター所長補佐（兼）母子保健係長 髙  橋  朋  美    

 子育て支援課課長補佐（兼）こども企画係長 蜂  谷  幸  太    

 子育て支援課課長補佐（兼）こども育成係長 栗  原  美  幸   

社会福祉法人天童市社会福祉協議会事務局次長（兼）総務地域係 渡  邉  勝  徳   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三次天童市地域福祉計画（令和８年３月発行） 

問い合わせ先 天童市健康福祉部社会福祉課 

〒994-8510 天童市老野森一丁目１番１号 

TEL 023-654-1111・FAX 023-654-2482 


